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巻頭 言

彰

彰
彰
彰

彰
蓬

彰
彰
彰
彰

彰
彰
彰

彰
彰
彰

彰
彰
蓬

彰
彰

彰
彰

彰
彰

智 恵 と 技 術 で

(社)日 本鉄鋼連盟

専務理事 弘 津 匡 啓

トイレ ッ トペーパーが店頭か ら消 える騒 ぎがあって四半世紀が過 ぎた。原油価格 も

この ところ低迷 が続いてい る。その後に生 まれた世代がす でに社会 人 として活 躍 を始

め ている。オイル ショックは歴 史的事件 として記録 は されて も,人 々の危機 意識は風

化 しつつ あるよ うに思 える。"油 断"と い う言葉が改め て想起 され る。

石油資源確保 が第2次 大戦の一つ の契機 であった といわれ るが,天 然資源 の賦存不

足 はわが国の宿 命であ る。しか し,石 油 において も,探 査技術の進歩が新油 田発見 に

つ なが り,様 々な技術革新 の成果が海底油 田の開発 を可能に したこ とを想 えば,技 術

こそがエネル ギー供 給 を生み出す源 ともいえ る。

わが 国は,安 全 で信頼i生の高 い原子力発電技術 を確 立 して きた し,省 エネ技術 で も

世界に冠 たる実 績 を挙 げて きた。 この意 味でわが 国の ポテンシャルは高い といえる。

環境問題 との両立が求め られ る時代 となって きた今,技 術の重 さは益 々高 まってい

る といえる。

こ うした中で忘 れて ならない ことに,社 会 システム としての取 り組 みがあ るように

思 える。

鉄鋼業界 では,廃 プラスティ ックを製鉄 原料 としての活用や,製 鉄所 の未利用低温

エ ネル ギーの地域での利用に取 り組 んでい るが,そ のため には新 しい社会 システムの

構造が不可欠 であ る。また、高張力鋼や新 しい電磁鋼板 はライフサ イクル としてみた

場合 の省エネ に大 き く寄与す るものであ る。個 々の技術 もLCA的 評価 が求 め られて

いる。

新エ ネル ギー技術 や新 しいエネル ギー貯蔵 技術 の開発 等直接 エネル ギー に係 る技

術 に とどま らず,各 種素材や新製 品の開発,さ らには廃棄物処理等の システム構築 を

含 めた幅広 い分野 での,叡 智 を結集 してい くことが必要 と思 われ る。

"油 断"な く
,技 術 と智恵 こそがエネルギー源 であ るとの確信の下に努 力 を続け る

ことが,エ ネルギー危機 に備 え,環 境 と調和 の とれた社会 を構築す る道であ ろう。
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新 任 の ご 挨 拶

㈲エネルギー総合工学研究所

常務理事 杉 井 喬

この たび,(財)エ ネルギー総合工学研究所の常務理事 に相 馬氏の後任 として就任

す るこ とにな りました。この3月 まで東京電力(株)に 在籍 し,主 として広報,営 業,

立地等 の業務に携わ って まい りました。

どうぞよろ しくご指導,ご 鞭 捷 を賜 ります ようお願 い申しあげ ます。

ご高承 の とお り当研 究所 は,石 油 ショックを契機 にわが国のエネルギー基盤 の脆

弱性が改め て浮 き彫 りとなった昭和50年 代 の初 めに,産,学,官 の各 界 を挙 げての

ご尽 力に より発足 いた しま したが,お 蔭様 で この4月 には22年 目を迎 えることがで

きました。

これ もひ とえに,電 力,ガ ス,石 油,電 機,自 動車,鉄 鋼,建 設,エ ンジニア リ

ング等各業 界のご支援 をは じめ,学 界な らびに諸研究機関等 のご協力,さ らには国

の ご指 導の賜 と存 じてお り,心 か ら感謝 とお礼 を申しあげ る次 第であ ります。

21世 紀 を目前 に控 えたいま,来 るべ き時代へ の さまざまな ビジ ョンや夢,期 待 と

不安,克 服すべ き課題 な どが,各 方面で取 りあげ られ また論議 され てお ります。い

ずれに して も新 しい世紀が,今 の世代 は もとよ り次の世代 またその次の世代に とっ

て も豊かで潤 いのあ るものであるため に欠かす こ との出来 ないキー ワー ドの一つが

「エネルギー」 であ り 「環境」 であるこ とは異論のない ところであ りま しよ う。

エネルギー の安定供給 をは じめ広範 な諸問題 に技術 的側面 を中心 に総合的かつ長

期 的視 点か ら取 り組 む当研究所の役割 も一層重要 な時期 にあ ると考 えてお ります。

い まわが国の経済社会 は,未 曽有の長期 的不況 を克服すべ くその構造改革,体 質

強化 をはか りつつ あ ります。 この厳 しい環境の 中で,み な さま方か ら当研 究所へ お

寄せ いただいてい る変 らぬ ご理解 と暖か いご支 援にお応えすべ く,価 値の高い研 究

成果の創 出 と効率的 な事業運営 に微 力 を尽 す所 存で ござい ます。

どうぞ よろ し くお願 い申 しあげ ます。

濠 献勢献 舩勢勢舩齢 勢献勢勢 學齢勢 献勢舩 勢献勢 勢嘉
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退 任 の ご 挨 拶
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㈲エネルギー総合工学研究所

前常務理事 相 馬 昭 典

平成6年 度か ら平成10年 度末 まで5年 間にわた り、微力 なが ら常務 理事 を務 め さ

せ ていただ きま した。

賛助会員各社 、 出向元各社 、理事 ・監事各位並 びに評議員各位 には、5年 間にわ

た り、 ご指導、 ご鞭健 を賜 りました ことを心 か ら厚 く御礼 申 し上げ ます。

この間、平成7年 度 には当財 団法 人の 「寄 附行為」が、監督官庁 であ る通商産業

省 のご指導 によ り変更 とな り、新 しい評議員会が発足 し、 それ とともに 旧評議員会

は賛助会員会議に衣替 えとな りました。

平成8年 度 には、初代 山本寛理事長 か ら二代 目秋 山守理事長へ、 また吉澤均前専

務理事か ら稲葉裕俊専務理事へ のバ トンタ ッチが なされ ま した。

また平成10年 度 には、札幌の ラボ ラ トリー を中心 に展開 された新水素 エネルギー

実証研究開発事 業が終了 をみ ました し、20周 年記念事業 も行 われ ました。

日本 は今、21世 紀 を目前に、大変革 の中にあ ります。人 によっては明治維新 と昭

和20年 の敗戦 に相 当す る第三の変革 の時期 である ともいわれ ます。

また世界史的にみれば、15世 紀のルネサンス、18世 紀後半の産業革命 に も相 当す

る大変革の潮流の 中に、現代 人は生 きてい るともいわれ ます。

こ うした中にあ りなが ら、当研究所 の研究業務が、順調に推移 してお ります こ と

は、関係官庁 ・企業 ・団体 の皆様 方の絶大 な るご支援のお陰 によるものであ りまし

て、感謝至極 に存 じ上げ ます。そ して研 究所 の職員 の皆様に も、 日ごろ大変 なご苦

心、 ご健 闘を して いただいてお ります ことに、敬意 を表 します。

最後 に、 これか らの研 究所 の更 なる発展 を祈 りまして、一首 をささげ ます。
アイ 　エイ 　イ　

「エネルギー 絶 えず究めてIAE新 世紀 をば 照 らせ動 かせ」

どうもあ りが とうご ざいま した。
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〔賛助会員会議講演〕

21世 紀 のエ ネルギー と関連 の課題*

一 グローバル ・フロ ンティア ・カル チャー を目指 して一

秋 山 守(髄 婁 ルギー総合工学研究所)

◆'㌘ ●◆'り ●■'t。 ◎'讐'ゲ 讐o■ ●サ ■。v'◆v◆'ザ ゲ ピ ◆Xt"'○'v● ◆'・t■ 。"'○'塑'◆ ●t"■'"'○'讐 。◆ ●撃'◆ ●・。'◆ 。讐.'讐 ○●◎v◆'t"'◆

は じ め に 21世 紀 を考 え る視野の拡が り

本 日は,「21世 紀のエネルギー と関連の課

題」 と題 しまして,皆 様にお話をさせて頂 き

ますこと,誠 に光栄に存 じます。私のお話の

およその献立 としましては,

1.21世 紀を考 える視野の拡が りについて

2.長 期 ないし超長期に亘るマ クロ的動態

について

3.学 術分野のい くつかの動向について

4.21世 紀のエネルギーの要件について

の順に進め,続 きまして,そ れ らを受けなが

ら今後私 どもの研究所が どのように考 え,ま

た活動 していこうとしているのかを,

5.中 長期 ビジョンを中心 としたご紹介

としてお話してまい りたいと思います。

なお,本 日のお話の内容は図や表 も含めま

して,一 部は既にご高覧頂いた もの も含 まれ

ていますが,そ の点は予めお許 しを願 いま

す。

急速に拡がる時空の視野

さて,こ のところ正に20世 紀 も終わ りに近

づ き,新 たな21世 紀を迎 える日もす ぐそこに

迫ってまいりました。そこでまず,21世 紀 を

どのように展望 し,な いしは構想していくの

かにつ いて少 しく考えてみたいと思います。

近年では情報化が進むとともに,世 界の中

での人の移動や物流 も一層激 しさを増 してき

ています。展望するべ き時空 も急速に広が り

つつあ ります。

時間軸上では古代歴史学や人類考古学など

の進展によって遠い過去が身近にな り,ま た

併せて千年,万 年 も先 までのことが関心の対

象 となってまい ります。

21世紀は新たな千年期間の始点であ り,そ

の戸 口に立 とうとしていることに大 きな感動

を覚えずにはいられません。

また一方で,空 間について見ます と,地 球

上では国際的な話題がます ます盛んになって

きています。 その傾向は今後 も一層強 まって

い くと予想 されますが,こ れにはエネルギー

*本 稿 は,当 所の第4回 賛助会貝会議(平 成10年11月)に おける講演 を本 誌掲載のため一部加筆修文 した ものです
。
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や環境や政治経済などの問題がますます広域

的な様相 を強めてきていることも関係するこ

とでありましょう。

また宇宙開発によって人間の活動が地表面

から遙かな宇宙空問へ と拡がってい く様相 も

ご案内のとお りであ ります。

胎動するネオ東洋文明への回帰

このような時空の姿を文明の視点で眺めて

みます と,過 去においては,い わゆる東洋文

明と西洋文明が循環的に主座 を交替 しつっ発

展 して きた,言 い換えます と,発 展的回帰の

歴史を刻んできた,の が見 られます。

その周期 としては,岸 根卓郎氏ωによれば,

太陽活動の周期 である約800年 に対応 してい

るとのことで,結 果的にその論拠には説得力

があるように感 じます。

他方,西 洋の科学的歴史観では文明の興亡

は主 として人為 の結果 であ り,〈歴史は相似

的に循環す る〉とするプラ トンの時期循環説

を初め として各種 の見方があるのも興味深い

事実ではあります。

それはさておき,文 明の諸活動 とそれを支

えたエネルギー資源などを並べながら,少 し

く中身を見たのが図1で して,こ れもいろい

うな人が整理 し分析 しているところです。

まず社会政治の面では,王 候 ・貴族の支配

か ら近代国家 を経て現在は地域的ないしは世

界的な経済共同体への動 きが急であ り,近 い

将来には世界政府の体制に移行する可能性 も

あると,そ のように読め ます。

有力社会層 も図に見 られるように変遷 し,

これからは 自由業 さらには宗教家が力を持つ

時代になると想像 されますが,希 望 と困難iの

錯綜す る未来社会において,技 術者の役割を

更に発展的に見定めていこうとする動 きも生

れつっあ ります。

次に科学や技術の面では,経 験的に直接に

感 じとれるく力〉の世界にやがて〈電気〉が

加わ り,そ して20世 紀の幕開けと期を同じく

して ミクロな世界への探訪が始まりました。

では,21世 紀にはどのような世界が開けて

い くのでしょうか,そ れについてはまた後で

触れたいと思います。

ところでエネルギー資源の移 り変 りです

が,こ れは再生型の自然エネルギーか ら化石

燃料へ,そ して原子力のような,い わば技術

のエネルギーへ と進んできました。

21世紀には,そ れら全体 を新たな技術 と新

たな価値観の下に,地 球環境時代へ力強 く対

時 代 中 世 近 代 現 代 未 来

社 会 形態 地域権力 近代国家 経済共同体 世界政府?

有力社会層 王候 ・貴族 資本家 ・技術者 財界人 ・政治家 ・官僚 自由業 ・宗教家

科 学 技術
難 章+喉 鰍+1総 システム+環 鷲 物

エ ネ ル ギー
原子 エネ ル ギー自然 エ ネル ギー+化 石 エ ネル ギー+ 高 度 ミックス
・新 エネ ・省エ ネ

(参考)馬 野周二 ・原子力工業23巻3号(1977)(2)

図1社 会 と科 学 技 術 と エ ネ ル ギ ー に 見 る過 去 か ら未 来 へ の 動 き

第22巻 第1号(1999) 5



応できる形に整えてい くことが大 きな課題で

あると考えます。

過去か ら近未来へかけての発展の要 目はほ

ぼ以上の とお りですが,こ こで再び文明の言

葉に戻れば,21世 紀は西洋文明主導型か ら西

洋と東洋の両文明の融合 によるネオ東洋型へ

と移行する世紀になるのではなかろうか と,

そのように感 じるのであります。

物質 と精神の分離並びに合理性が西欧文明

の属性であるとすれば,融 合 と妥協が東洋文

明の特質であ り,そ れらはまた時 として問題

でもあると指摘されますが,要 は両者の優れ

たところを生か しながら進歩に繋げてい くこ

とが大事であ りましょう。

例えば近頃,西 欧で もリサイクル運動への

取 り組みが盛んで,東 洋諸国でも見習うべ き

点があると言われ ます。

また逆に,東 洋的なく癒 し〉の概念が生活

においていかに大切であるかが西洋でも指摘

される時代になってきています。

的同化の道 を辿るのか,あ るいはむ しろ多様

化 し分散 していくのか,興 味ある課題である

と思われます。

この ことも含めて,21世 紀の基盤的要素す

なわち人口,資 源,環 境,社 会 ・政治 ・経済

構造,文 化活動などが どのように推移 してい

くのか,関 心を惹 くところですが,こ こでは

取 り敢えず人口,エ ネルギー資源,環 境に限

定 して様子を眺めてみたいと思います。

まずは将来の人口のことですが,こ れにつ

いては麗沢大学の河野稠果教授が詳 しく研究

してみえまして(3),それによります と,世界の

総人 口は2050年 には90数 億人,2100年 には100

億人のレベルに達すると見込 まれています。

このような絶対数 の増加 と併せて注 目す

べ きは,図2に 見 られ るように,い わゆ る途

上国での人 口の伸 びが著 しい点 であ りまし

て,例 えばイン ドでは2050年 には中国 と並

んで人口が約15億 人に達す る と予想 され て

い ます。

長期ない し超長期 に亘 る

マク ロ的動態

21世紀のマクロ動態一

注目すべき途上国 ・先進国の人口増減

このような文明の大 きな潮流の中で,で は

国別,地 域別,な いしは民族的に特徴のある

諸文化は,と りわけ今後の激烈な情報流通の

環境にあって,ど のように展開してい くので

しょうか。

それぞれの社会集団に共通す る基本特性,

すなわちくエスニシティ〉が,こ れか ら世界

19

2050西暦

出所:麗 澤大学 河野稠果教授の研究(3)から作図

図221世 紀 中 頃 まで の 予 想 さ れ る

人 ロの 推 移

中国
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逆に現在の先進国では米国 を例外 として,

少数安定化ないしは継続的な減少への道 を辿

ることが予想 されてお り,日 本 もその仲間に

入っていることが大変気になるところです。

なお,環 境 ホルモンが生殖力に影響す るか

も知れぬ といった問題の指摘や,30世 紀には

どれだけの人口が環境や資源の面で折合 うか

などの超長期の検討 も行なわれています。

21世紀末 までの

エネルギー需給 と関連の問題

次にエネルギーに目を移 してみます と,現

状では一人当たりのエネルギ ー消費量は,国

や地域によって相当に偏 っています。

図3に 見られるように,世 界の約2割 弱に

あたる数の豊かな人々が,世 界のエネルギー

の8割 を消費してお り,別 の言葉で申します

と,そ のような豊かな人は低消費国の人に比

べて平均 として十倍近 くものエネルギーを使

っている勘定にな ります。

国民総生産を一人当たりにした金額で比べ

ても,ほぼ似たような格差が存在いたします。

このような偏 りの図形がシャンペ ングラスに

例 えられていることは,皆 様よ くご存 じの通

りであります。

一人当た りのエネルギー消費量を
,高 消費

国から中,低 の国へ と三区分 して見ます と,

図4の よ うに,現 状では6kW対2kW対0.5

kWと 格差が拡がっています。なお,kWと い

う単位 は,ご 存 じのように,1秒 ごとに1キ ロ

ジュールの割合でエネルギー を使い続けてい

ることを意味しています。

そこで,同 じく図4に 見 られますように,

これを2030年 頃には4対2対1へ と,またさらに

将来は全体的に(1+α)kWへ と,次 第に平

準化を目指 してい く内容の研究が,電 力中央

研究所で行 なわれています(4)。

こうしたエネルギー消費を賄う資源について

は,期 待や予想が幾つ も語 られていますが,こ

こでは代表的なものを一,二 挙げて見ましょう。

まずは東京大学の山地憲治教授の研究⑤で

すが,21世 紀の中ごろ迄には省エネルギーの

経済的な技術や システムが大 きく普及する可

能性があると期待 して,2!世 紀の終わ りまで

第22巻 第1号(1999)

世
界
人
口
割
合

↑富裕層

寺

ノ

/

一

一 人当た りの

GNP
〆 一入当た りの

消費 エネルギー 一
:

世 界平均

0.43

:
1世界平 均

lil.43

畳 凸1 1邑

432051015

(万ドル/年/人)(石 油換算 トン/年/人)

出典:「 講 座 一現 代 エ ネ ル ギー ・環 境 論」 電 力 新 報社1997

原典IMF経 済統 計,BP統 計,国 連 エ ネ ル ギー一統 計,

国連 人 口統 計 な ど

図3エ ネ ル ギ ー や 経 済 面 で の 格 差 の 現 状
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のエネルギー供給源について,大 気中の二酸

化炭素(CO2)の 濃度抑制 と両立するシナ リオ

を描 いています。

その一つが図5で す。2100年 時点でのCO、

の濃度レベル としては約550ppm(現 在は約

370ppm)を 想定 しています。なお,エ ネルギ

ー源に占める原子力の割合 としては,2100年

で全体 の約1/10と 見込んでいます。

以前にもご紹介したことですが,英 国の原子

力発電会社の会長 を務めた コリア氏の見解(6)

によります と,21世 紀末のエネルギー供給の配

分としては,図6の ように,化 石燃料,原 子力,

再生エネルギーをそれぞれ約%ず つ利用する

のが妥当なシナ リオか,と 指摘しています。

ただし,化 石燃料については資源 ・環境面

からの制約が,再 生エネルギーについても経

済性や環境面か らの制約が,そ れぞれ懸念さ

れてお り,原 子力についても主に社会的な課

高消費国

(14億人)/6kW

(IOO億)/i+αkW社 会

蹴 界・・W驚 糊 磁wI994年

出所:電 力中央研究所 トリレンマ シンポジウム'98よ り(4)

図4エ ネ ル ギ ー消 費 の 節 減 と平 準 化 へ の 提 案

鷹2030年

影

35000

30000

25000

§
ε

騙 ・・…

寧

塁 ・…

謡

霊 ・。・・9

5000

省エネル ギー

燃料転換

自然 エネルギー

原 子力

CO2回 収 ・処理

　

20002010202020302040205020602070208020902100EF

出 所:山 地 憲 治,「 資 源 と 環 境 」Vol,7,No.11998(5}

図521世 紀 のCO2排 出 の 推 移 に つ い て の 検 討 例
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出所 コ リア,将 来 に 向け て の 原子 力 戦 略(欧 州 原子 力 会議,1990年9月)(6)

図6将 来 の エ ネ ル ギ ー 源 の 構 成 イ メ ー ジ

題が残されている現状 であ ります。

自国に必要なエネルギー を,国 際社会の中

で安定的に確保 してい くことに関 しては,世

界の国際政治学的ない しは地政学的な動向に

ついて も注目してい く必要があ ります。

この点に関 しては,国 際経済の流動化で国家

民族の壁はどうなるのかとか,従 来型のヘゲモ

ニーの転移は続 くのか どうか といったことま

でも関心を向けてお くことが望まれます。

少なくとも表面的には武力型から経済型へ,

そして情報型へ と移行する国際関係にあって,

エネルギーを巡ってもハー ド/ソ フトの混合次

元での対策を深めてお く必要があ りましょう。

学術分野の い くつかの動向

戦略的,傭 観的,

ネ ットワーク的な取 り組み

さ て,こ こ で 目 を転 じま して,こ れ か らの

学術 を巡る状況について少 し眺めてみたい と

思います。

話の方向がやや唐突に変 るとの印象 をお受

けになるか とも思いますが,社 会の政治 ・経

済 ・文化 などの諸相の進展が,今 後のエネル

ギーや環境の問題の動向,な いしはそれへの

対処の仕方などに,さ まざまに係わって くる

であろうと,そ のように思 うものですから,

取 り敢 えず学術 を例 に見てみたいという趣旨

であ ります。

最近,立 花 隆氏はく知の爆発〉とい う表

現で,来 るべ き21世紀の人間の精神活動並び

に関連の諸活動の特徴 と課題 を予言的に総括

しているようであ ります。 この言葉の厳密な

適不適は別 として も,概 して近未来を予感さ

せ る言葉 としての響 きがあると思います。

では,こ のような新たな学術 ・文化の中身

の姿を展望 した上での,学 術に対する取 り組

みの体制 とビジョンとはどのような ものでし

ようか?

この課題に対す るヒン トとして,近 頃,幾

第22巻 第1号(1999) 9



つかのキーワー ドを見聞きしましたので,こ

こでそれらを簡単にご紹介かたがた,少 しく

感想 を述べてみたいと思います。

まずは,日 本学術会議前会長の伊藤正夫氏

の提唱によるく戦略研究〉の重要性について

であ ります(7)。

いまさら繰 り返す までもな く,西 欧先進国

に較べて,こ の国では行動の基盤 としての多

層的論理性を初め とす るく戦略的視点〉が希

薄である,と 指摘されています。また,そ の

風潮 は容易に変わるとも思えない状況であり

ます。

そこで研究を戦略対象 として認識 し,優 れ

た戦略にのっ とって的確かつ強力に戦術次元

の行動を展開 してい く必要があると,そ のよ

うに感 じるのであ ります。

次は,日 本学術会議の現在の会長である吉

川弘之氏の提唱す るく傭観的取 り組み〉のこ

とであります(8)。

これは,ま す ます複雑化 していく社会,学

術等々 を総括的に把握 し,し か もそれらの連

関の姿 を的確 に理解 してい くには,全 貌を見

渡せるような一段 と高い視座に立つ ことの重

要性を指摘 したもの と理解できますが,そ の

視野に拡がる世界の構造 と要素は,冒 頭に触

れま した4次 元の時空に亘 るものではない

か,と 想像 してお ります。

三番 目は東京大学総長の蓮見重彦氏が言わ

れるネットワー ク型の大学像に関連 して,学

術 もその方向で捉えていこうとす る姿勢であ

ります(9)。

第一世代の大学はく超越的な一換言すれば

神 と形而上 学的な ものによる一秩序 〉であ

り,第 二世代のそれはく大学は真理 と錯覚の

二っの逆相の中での存在 〉であ り,そ して第

三 世 代 は恐 ら く<ヒ エ ラル キー か らネ ッ トワ

ー クへ の 転 回 〉 で あ ろ う と
,そ の よ う に論 じ

て お られ ます 。

融合が生み出す創像への歩み

一方,学術の構造 と内容について見 ます と,

ネッ トワー クの接点 と結線は,次第に消長し,

複合 し,融 合 しなが ら,既 存の姿か ら新たな

姿へ と発展 してい くもの と期待 されます。

多くの大学や研究機関において,そ の方向

で進みつつある学術態勢の新構想は,ど れを

見て も大変に魅力的なものに感 じられます。

ここで一っ,東 京大学 の環境学研究科 構

想(10)を例 として引用します と,そ の要点は図

7の ように,自 然 ・社会 ・文化 ・人工物に支

えられた人間総体 と,併 せて環境全体 をも視

野に入れながら,〈学融合〉を特徴 とす る新

たな学問領域く環境学〉を目指そうとするも

のであ ります。

出 典:似 田 具 香 門,東 京 大 学 学 内 広 報,No.1,

142(1998)よ り作 図(10)

図7新 たな学問領域 く環境学〉の構成

ところで,古 典物理学から量子物理学へ と

発展 してきた科学について,そ の先の飛躍的

な世界が見えてこないことを受けて,〈科学

は終焉 を迎 えるか〉 といった話題が近頃紙面
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私たちは,自 然界の究

雛 鷺ll灘
ヤ ヨ

∴欝璽1灘

囲 琴緯 　
ニ ュー トン

図8ホ ーキング氏 とその主張

を賑わせています。

図8に 見 られるように,ニ ュー トン氏やア

インシュタイン氏か ら年月を経た最近では,

物理学者のホー キング氏はく自然界の基本的

な仕組みはほぼ分かってきた〉との立場をと

っています。

しかし,こ れには反論 もあります し,仮 に

同氏の予言が正 しいとして も,科 学技術には

無限の未来があることは確かです。科学技術

と社会 システム との融合 を考えても,あ るい

は科学技術 と感性ないしは芸術 との融合 を考

えても,そ のことは自明に思えます。

実際,日 本感性工学会の発足を初めとして,

感性工学 を巡 る最近の進展 は実に 目覚 まし

く,か つ魅力的なものであります。

また芸術 との融合の視点では,近 頃至 る所

でく拡がる美の世界〉のことが話題 となって

います。図9は 東海大学の秋山 仁教授によ

るく数学 と美学 との統合 〉のイメージの例 で

あ ります(11)。また最近の 日本機械学会誌の表

紙などの例にもあるように,技 術系の専門誌

のイラス トや写真などがかなり美的な度合 い

図9数 字 と美学の統合例

を高めてきている印象です。

ま,以 上のように,押 し並べて,科 学 ・技

術 ・哲学 ・芸術 などの融合 による新たなパラ

ダイムが生れつつあると言えるのではないで

しょうか。

21世 紀のエネル ギーの要件

賦存性,安 全性,環 境調和性

ではここでエネルギー本来の話題に戻 り,

各種のエネルギー資源 を対象に,そ れ らに望

まれる条件に照 して適合の程度 を整理 してみ

たいと思います。

まずは量的な観点ですが,賦 存の事実なら

びに推測によれば,原 子エネルギー と自然エ

ネルギーは21世 紀中はもとより,30世 紀,さ

らにはそれ以後の超長期 に亘って利用できる

もの と予想されています。

原子エネルギーの内訳ですが,地 表,浅 地

層ないしは海水中にあるウランや トリウムの

資源,な らびに水素系の核融合エネルギー資

源などがあ ります。

馬野周二氏の元素存在比説に基づ く推論に
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よれば,ウ ランなどの資源は極めて豊富であ

ると推論 されています(2)。

資源は単に天然に賦存す るだけでな く,技

術によって生産 されることがあります。その

典型が原子エネルギー資源の増殖であること

は申し上げるまでもありません。

ところで一方,太 陽エネルギーなどの 自然

エネルギーは,日 々絶 えることな く供給 され,

実際問題 としていつ までも尽 きる心配があ り

ません。

次に質的な要件のことですが,ま ずは安全

性,そ れか ら環境調和性,そ して経済性や入

手安定性などの面か らの評価が必要 とな りま

す。なお,安 全面 と環境面の要 目を示せば図

10の ようになると思います。

なお,エ ネルギー資源の特質 を見る際に,

さらには科学技術や文化の進展,な いしは国

勢などにどのように係わって くるか,な どの

観点も重要なことか と考 えます。このことに

ついては,す ぐ後でお話いたします。

さて,安 全性を考 える際の判断の基準 とし

ては,そ れぞれのエネルギーの使用に付随す

るリスクがあ ります。それは,さ らに事故 リ

スクと病気 リスクとに分けて考えることがで

きます。

化石エネルギーは既に長い歴史があ り,従

って リスクも経験的な事実 としてデータがあ

ります。

これに対 して原子力や 自然エネルギーは,

まだ利用の歴史が浅 く,従 って リスク評価 も

これまでの限られた経験 と推論に基づ くこと

にな り,確 度については議論の余地があると

思います。

しか し,そ れにしても全般的に,近 年相当

に リスク研究が進められてお り,化 石燃料,

自然エネルギー,原 子力などについても,専

門家に よる評価や相対比較などが行なわれて

います。

次に環境調和性のことですが,基 本的には廃

棄物を環境にできるだけ希釈 し拡散させて影

響を極小化 しようとする考え方 と,近接環境か

ら離隔して処分する考え方 とがあります。

化石エネルギーで見ます と,燃 焼ガスの大

気放出は前者,固 定による海底投棄は後者に

なります。原子力の廃棄物は後者の考 え方に

立ち,な お超長期にわたっては自然的な毒性

深層防護(DefenseinDepth)
「どれだけ安全 な らば十分に安全 とい

え るか?」

リサイクル1

ゼ ロリリー スの理 想社会

有用資源の再利用

輪廻?

閉 じ込め1

危険 物の人間環 境か らの隔離

廃棄物の管理

図 憩 安全,閉 じ込め,そ して リサイクル
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消滅の性質をも視野に入れています。

原子力の放射性廃棄物につ きましては,1

千万年 までの安全評価例,個 人の線量値を図

11に示 します。減衰には相 当に長い時間が掛

か りますが,有 害な金属や化学物質などの毒性

がいつまでも減衰 しないのに較べれば,時 問の

持つ緩和作用の存在を感 じないわけにはいき

ません。

原子力の高 レベル廃棄物 を巡る議論では1

万年,さ らにはそれ以上 というタイム ・スパ

ンが出てきますが,そ のような超長期 までの

安全 を視野に入れるとした際 人はその中で

世界像 として安定的な推移 を暗に前提にして

いる訳であり,従 って廃棄物管理 と併せて少

な くとも超長期のエネルギーの供給像 を提示

してい くことが求め られると思います。

それか ら,先 ほ ど申し上げましたように,

エネルギー資源は経済的かつ安定的に入手で

きることが必要です。砂漠に沁み込んだ水に

例えれば,そ こに在 る量は十分多 くて も,そ

れを飲むのは容易ではあ りません。

なお,経 済性にっいては需給市場価格の他

にセキュリティコス トも勘案す る必要がある

ことは論 を待 ちません。また,安 定性を維持

す るための社会的 コス トをどう見込むかの要

素 もあ ります。

グローバ ル ・フ ロンテ ィア ・カル チ ャーの

創 造 を 目指 して

ところで,エ ネルギー ・環境の問題 として

は,エ ネルギーを確保することと環境を保全

することとが,当 然なが らまず基本的に必要

なことです。言い換えます と,エ ネルギーセ

キュ リテイと環境セキュ リティの二っの座標

軸に沿った取 り組みが必要です。

また,そ れらの目標 を達成 していくために

は,さ まざまな学術的知見の充実,生 活面で

の改善,社 会制度的対応,国 際的取決めなど,

実に多岐に亘る努力が必要です。

そこで,取 り敢えず学術的研究,わ けても

IOI
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図11高 レベル放射性廃棄物処分の安全評価例
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先進的科学技術 を,も う一つの方向軸 として

捉えます と,全 体 として三つの座標か ら構成

される領域が浮んでまい ります。

私たちは,こ の領域の中での諸活動 を〈カ

ルチャー〉と総称 してはどうであろうか,と

思います。

また,そ のカルチャーに期待 される性格 を

形容 した言葉 を冠 して,グ ローバル ・フロン

ティア ・カルチャー と呼べ るのではないか と

考 えています。それを示 したのが図12で す。

カルチャー という言葉はいろいろな使われ

方がされているようですが,本 来の意味は有

名 な戦略研究家の クラウゼ ビッツ氏が定義 し

たような〈生存のための総力〉であろうと思

っていますu2)。

ふだん,カ ルチャーの訳語 としてのく文化〉

という言葉は,も っと華やかで面 白い語感で

使 われてい ます が,ド イツ語 の〈Kultur>

は,正 にく総力〉その ものの意であ ります。

ま,言 葉の定義は ともか くとしまして,エ

ネルギー ・環境に係わる取 り組みの中か ら,

将来 をリー ドす る科学技術の新パ ラダイムが

生れて くることを,そ して革新的で夢のある

基礎理論や技術が展開 してい くことを,強 く

期待 しています。

そうした活動の中で,自 国の利益 と他 国へ

の貢献 とを適切にバ ランスさせながら進めて

い くことが必要です。

当研 究 所 の 活 動 概 要

エネルギー総合工学の含意 について

で は,こ こ で私 ど もの 研 究 所 の 活 動 の状 況

に つ き ま して,概 要 をお 話 させ て 頂 き ます 。

ま ず,研 究 所 の名 前 の キー ワー ドで あ りま

す く総 合 工 学 〉 に どの よ うな 気 持 が 込 め られ

て い るか,と い う こ とで す が,そ れ は ほ ぼ 図13

に ご覧 の よ うな こ とで あ ろ うか と思 い ます 。

私 の 理 解 の 範 囲 で 言 葉 を並 べ れ ば,〈 工 学

を基 盤 に,関 連 の 人 文 学 ・社 会 学 と も連 携 し,

有 機 的 ・体 系 的 に,し か も 「際 」 か ら 「融 」

へ と進 め つ つ,エ ネ ル ギー ・環 境 問題 の 緩 和

と解 決 に努 力 して い く〉 とい う含 意 で す 。

な お,英 語 の 名 前 はThelnstituteof

AppliedEnergy(略 称=IAE)と な っ て お り

ます 。

研 究 所 が 設 立 され ま した1978年 の 頃 は,第

1次 石 油 シ ョ ッ クか ら まだ 日が 浅 く,エ ネ ル

図12グ ロー バ ル ・フ ロ ン テ ィア ・カ ル チ ヤ ー(GFC)
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産 ・官 ・学 との 連携 、

協 力

学 際、 業際、

』欝 塾

編騨倉
関連の人文、社会学

などとの連携

図13エ ネルギー総合工学研究所の役割

ギー確保の命題に対 して,こ の国 としての力

を増すべ く,い わゆる産 ・官 ・学の協力 を高

めていこうという意識が高揚 していました。

〈総合工学〉もその中から前面に出てきた

センターワー ドであった と記憶しています。

最近 ではく総合 〉に関連 したニ ュア ンス

で,〈戦略的〉という言葉 をよく見受けます。

先 ほ どご紹介 しましたく傭観的 〉,な いし

はくネ ットワー ク的〉という言葉 も,か な り

の部分で同 じ思いに向かっているものかと受

け止めています。

中長期 ビジョンー 全般

名前のことはそれまでとしまして,当 研究

所では,中 長期 ビジョンなどに沿いなが ら,

エネルギー総合工学の観点か ら時宜を得た調

査研究を進め,関 係各方面のご期待 に応える

成果を挙げてきました。

活動の分野は図14で 具体的にご覧頂 くよう

な内容です。エネルギー技術 を総合的に視野

に収めながら,デ ー タを整備 ・提供 してい く

こと,技 術開発の評価 と方向づけをしてい く

こと,政策や戦略 を構築 し提案 してい くこと,

国際交流や普及啓発活動をすすめていくこと

などとなっています。

では次に,研 究グループごとの活動の拡が

りの現況,な ちびに今後に向けた計画などに

つ きまして,中 長期 ビジョンに記載 された順

エネルギー技術 エネルギー技術の調査・

データの集積・評価 開発の方向付け

～ コL～
エ ネル ギ輔.ss-一.一 一一一 ぞ ＼ 国際 交流 と甑

開発政策 ・戦略の提案

図141AEの 活 動 分 野
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序に従 って要点を簡単にお話申し上げます。

なお,調 査研究の大分野の名称は図15に ま

とめてありますのでご参照下 さい。また,そ

れぞれの分野の研究テーマにつ きまして,詳

しくはエネルギー総合工学研究所 中長期 ビジ

ョンの冊子 をご参照下さい(13)。

中長期 ビジョンー 原子力分野

まず原子力関連の調査研究事業では,エ ネ

ルギー供給 と地球温暖化防止の観点から原子

力の役割 をさらに重視 していこうとする動 き

と,放 射性廃棄物管理や核拡散の問題に対す

る懸念 とが世間で交錯する中で,い くつ もの

重要 な課題分野を見定めなが ら仕事を進めて

います。

先進的核燃料サイクルの大分野の中では,

個別分野として使用済み燃料管理,放 射性廃

棄物管理,プ ル トニウム有効利用などがあり

ます。それ らの分野ごとに実施中ないしは計

画中の幾つ もの調査研究テーマがあ ります。

次世代原子力システムの大分野の中では,

高速増殖炉将来新技術,多 目的利用原子炉の

開発実用化研究,新 型原子力エネルギーシス

テムなどがあ ります。

軽水炉関連技術の大分野では将来型軽水

炉,原 子力施設の廃止措置などが含まれてい

ます。

原子力関連の大分野はさらに原子力安全,

社会 と原子力,そ の他 と続 きます。

社会 と原子力の個別分野では原子力 と情

報,原 子力 と地域社会,原 子力 と社会受容な

どが対象 とされています。

原子力は,核 分裂エネルギーの利用か らさ

らに,将 来的には核融合な ど,さ らに広 く発

展 してい くことが期待 されています。

当研究所では関連 して新水素エネルギーの

研究を進め,最 近取 りまとめ をしたところで

あ ります。

中長期ビジョンー 化石エネルギー分野

化石エネルギーの利用については環境制約

の強まりか ら,石油資源の一層の効率的利用,

天然ガスの利用促進,環 境に配慮 した石炭の

より効率的な利用などが重要になってきてお

り,こ のための技術開発が強 く期待 されてい

ます。

原 子 力

・先進 的 燃料 サ イ クル,次 世 代 原子 力 シス テム,軽

水炉 関連 技術
・原 子力安 全

,社 会 と原子 力,そ の他

化 石 エネ ル ギー
・石 油,石 炭,天 然 ガス関 連
・環境 対 策技術 な ど

新 エ ネル ギー ・シス テム

・再生 可 能エ ネ ル ギー ・革 新 エネ ル ギー ,新 燃料 ・

新発 電 技術,電 力供 給技 術 関連

・省 エ ネル ギー,そ の他

地球 環=境

・地球 温 暖化対 策 技術
,酸 性雨 対策

・廃棄 物 リサ イ クル 関連,評 価 手法 に 関す る研究,

その他

横断的研究
・エ ネル ギー 技術 デー タベ ー ス

,シ ス テム評 価
・国 際比 較 ・技術移 転 ,技 術 と社 会 の接 点

図151AEの 中長 期 ビジ ョンの 要 目
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調査研究の大分野としては,石 油関連,石

炭関連,天 然ガス関連,環 境対策技術等があ

ります。

石油関連では自動車燃料,将 来の石油精製,

メタノール燃料の導入 ・普及,非 在来型石油

の利用,将 来の輸送用燃料などが,石 炭関連

ではガス化,石 炭灰利用,低 質炭利用,核 熱

による化石燃料転換 などが,そ れぞれ調査研

究の対象 となっています。

石炭ガス化については,企 業ならびに大学

と協力 しなが ら,CO,H2,CO2の 生成比率,

冷ガス効率およびガス化炉からの回収可能熱

量をそれぞれ計算するガス化反応シ ミュレー

タを開発 しています。またさらに,こ れをべ

一スにして,メ タンやH2S,COS,NH3な ど

の生成比率が計算でき,し か も各種のガス化

炉に広 く適用できる,一 層進んだ高精度ガス

化反応 シミュレー タを完成 させています。

また,天 然ガス関連では21世 紀の都市ガス

技術,ハ イ ドレー トによる輸送,高 効率利用,

合成原油,非 在来型天然ガスなどについて,

そして環境対策技術等では熱のカスケー ド利

用,低 温排熱有効利用,環 境保全技術システ

ムなどについて,そ れぞれ調査研究を進めて

います。

中長期 ビジョンー

新エネルギー ・省エネルギー分野

新エネルギーの技術開発に関しては,1994

年の 「新エネルギー導入大綱」,1997年 の 「新

エネ法」の制定などを踏まえて,導 入 ・普及

の促進が大きな政策課題 となってきています。

エネルギー ・システムに関してはコス トダ

ウンや負荷平準化に向けた技術開発が進みつ

つあります。また,地 球温暖化防止に向けて

省エネルギーの促進が一段 と重視 されて きて

います。

そこで,ま ず再生可能エネルギー ・革新エ

ネルギーの大分野では,再 生可能エネルギー

の利用技術,WE-NET(水 素利用国際クリー

ン ・エネルギー ・システム技術)プ ロジェク

ト関連技術並びに総合利用 システムなどのテ

ーマに取 り組んでいます。

新燃料 ・新発電技術の大分野では,低 質燃

料有効利用,火 力および廃棄物発電の高効率

化,メ タノール燃料の導入 と普及,HAT(加

湿空気型高効率ガスター ビン)サ イクル,高

温燃料電池の利用などがあ ります。

電力供給技術関連の大分野では,電 力負荷

集中制御 システム,DSM(需 要側管理),分

散型電源の系統連系,新 型電力貯蔵,大 容量

キャバシタ,電 力需要への影響要因分析など

があ ります。

省エネルギーの大分野では,先 進型高効率

エンジン,エ ネルギー消費機器や建築物の省

エネ化,省 エネルギー型社会の形成などに関

す る各種の調査研究があ ります。

さらに,電 気 自動車等に関する調査研究,

各種エネルギーシステムの総合評価に関する

調査研究なども行なっています。

中長期 ビジ ョンー 地球環境分野

地球環境問題への関心の高まりと,温 暖化

ガス排出削減 目標の達成への要請の中で,国

内外において技術的,制 度的な面はもとより,

社会的 ・生活的なスタイルの変革 も含めた広

範な努力がなされようとしています。

当研究所では,地 球環境問題の緩和 と解決

に向けたエネルギー技術や環境対策技術の評

価,エ ネルギー予測,環 境影響評価 などに関

第22巻 第!号(1999)
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して,モ デルならびに評価手法の開発,シ ミ

ュレーション解析の実施などを基盤 としなが

ら調査研究を進めています。

まず,地 球温暖化対策技術の大分野では,

二酸化炭素の排出削減ならびに回収 ・固定 ・

処理システムに関する調査研究(各 種のグロ

ーバル発電システムや燃料供給システムの評

価等),環 境負荷の小さいエネルギーの導入・

促進に関する調査研究(地 域における新エネル

ギーの導入普及,地 方都市ガス事業者の天然ガ

ス導入普及調査等),全 温室効果ガスを対象と

した排出削減技術などの調査研究があります。

また,各 種のグローバル発電 システムや燃

料供給システムの評価 も行 なっています。

次に酸性雨対策の大分野では,幅 広い対策

技術の調査研究 と,そ れらの特定地域への導

入可能性の課題 を視野に入れています。

廃棄物 リサ イクル関連の大分野では,石 炭

灰の有効利用の調査研究,廃 棄物処理処分の

放射性廃棄物 との比較における環境影響評

価,廃 棄物の環境影響評価 とリサイクル技術

の調査研究などがあ ります。

評価手法に関する研究の大分野では,環 境

負荷影響評価手法,エ ネルギー ・経済 ・環境

影響予測評価 モデル,エ ネルギー ・環境技術

の研究開発プロジェクト評価手法などの調査

研究があり,中 長期的課題 として地球温暖化

対策における各種エネルギー システムの技術

的 ・経済的評価 に関する調査研究などが考 え

られています。

当面はデータベースの機能強化のための調

査研究 と,イ ンターネットによる運用を進め

ていきますが,中 長期的にはデー タベースシ

ステムの機能の向上をも図 りつつ,イ ンフォ

ー メーション ・プラットフォームとして,さ

らに積極的な運用を目指 して行 きたいと考え

ています。

エネルギーシステムの技術的 ・経済的評価

手法関連,エ ネルギー技術に関する国際比較

および技術移転関連,そ して技術 と社会の接

点関連につ きましては,そ れぞれ密接に関係

す る各研究 グループとの連携の中で調査研究

を進めて参 ります。

特 にエネルギー技術に関す る国際比較で

は,海 外の研究開発動向や国際協力について

の調査,国 際比較 と評価などがあ ります。

技術 と社会の接点では,社 会 と原子力,省

エネルギー型社会形成,エ ネルギー技術 と社

会 システムの相関,エ ネルギー問題に照 した

パブ リック・リレーションの考え方と方法論,

人口とエネルギーの問題,情 報化 とライフス

タイル変化 とエネルギーの問題,な どがあ り

ます。

これで,当 研究所の調査研究を中心 とする

活動の概略をお話 したつ もりです。なお,そ

れぞれの調査研究課題 につ きましては,多 く

の ものが既に実施 中でありますが,一 部は計

画中のもの,な いしは今後に期待されるテー

マ として挙げた段階の ものであ ります。

申長期 ビジョンー 横断的分野
終 わ り に

横断的研究の大分野 としましては,ま ずは

当研究所の活動の全体に亘る基盤 としてエネ

ルギー技術データベースがあります。 本 日は,や がて幕が開 く21世紀の時空を念
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頭に置 きながら,エ ネルギー を中心に,関 連

する動 きも少 し取 り入れなが らお話 を申上

げ,ま た併せて私 どもの研究所の調査研究活

動の概況 をご紹介いた しました。

重ねて申し上げるまでもな く,国 際社会は

人間活動のあらゆる要素を交互に表に現わ し

なが ら,ま た 「際」か ら 「融」への深化 を伴

いなが ら,い わばスパイラル状をした巨大な

うね りとなって進展 してい くもの と思い ま

す。

その中で,イ ンターネッ トやサイバースペ

ースのような先進的情報基盤が加速するボー

ダー レス ・エ コノミーない しはボーダー レ

ス ・ソサエティへの動 きは今後 どのように進

むのでしょうか。

あるいは,21世 紀において,も しや懸念さ

れる激動,さ らにはカタス トロフィに対 して,

どのように抑制への努力を傾け,な いしは対

策に腐心 しておけばよいのでしょうか。

このような基盤的に重要な諸課題は,エ ネ

ルギーや環境の問題 とも視座 を共通にするも

のであると思います。この国 としても,全 体

に亘 り長期的かつ戦略的に取 り組んでいくこ

とが是非とも必要であります。

私 どもの研究所 としましては,激 しく進み

つつある国内外の構造的変革の状況の下で,

文字 どお りくエネルギー総合工学 〉の基盤組

織 として,今 後 とも関係各機関との連携強化

を図 りつつ,戦 略的視野のもとで調査研究を

推進 して参 ります。

つ きましては,尚 一層のご指導 ・ご支援を

賜わ りますようお願 い申し上げる次第であ り

ます。

本 日はご静聴下 さいまして誠に有難 うござ

いました。
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〔関連施策紹介〕

電気事業 における

規制緩和の動 きにつ いて

一 電気事業審議会基本政策部会報告より一

高 畠 昌 明(葬 離 糠 術雛 エネルギー庁)
謹 』

1.審 議の経緯

(1)電 事審基本政策部会における審議

電気事業審議会基本政策部会は,「経済構造

の変革 と創造のためのプログラム」(平成8年

12月 閣議決定)及 びこれを受けた 「経済構造

の変革 と創造のための行動計画」(平成9年5

月閣議決定)に 基づ き,平 成9年7月 に設置

され,通 商産業大臣か ら 「平成13年 までに国

際的に遜色のないコス ト水準を目指 し,我 が

国の電力コス トを中長期的に低減す る基盤の

確立 を図るため,今 後の電気事業はいかにあ

るべ きか」 との諮問が付託 された。同部会に

おいては,こ の諮問の趣旨にのっとり,電 力

供給 システム全般の見直しに関 して,平 成11

年1月 に至るまで多くの審議を精力的に重ね

て きた。

この審議の成果は,平 成9年 に,同 部会の

下に設置 された3つ の小委員会(注)において,

火力電源全面入札制度の導入を決定するとと

もに,負 荷率改善対策及び送配電設備のコス

ト低減対策を取 りまとめたところである。

(注)・基本政策小委貝会

委員長 小松國男(前 石油公団総裁)
・電力負荷平準化対策検討小委員会

委員長 植草 益(東 洋大学経済学部教授)

・電力流通設備検 討小委員会

委 員長 関根泰次(東 京理科大学工学部教授)

一方
,電 力供給システム全般の見直 しに関

しては,い わゆる 「電力の小売 自由化」 を主

に念頭におきなが ら,海 外の実状,国 内世論

の動向などについて理解 を深めるとともに,

平成10年 以降,「完全 自由化のイメージとその

影響」について論議 を深めてきた。

こうした議論の上で,平 成10年3月13日 の

第7回 部会において,以 下の3点 を確認する

に至 った。

① 効率化 とい う要請 と,ユ ニバーサルサー

ビス,供 給信頼度,エ ネルギーセキュ リテ

ィ ・環境 とい う要請 との両立を図るべ きこ

と。

② その際効率化の手段 として,小 売を始め

とする競争導入を検討すべ きこ と。

③ これ らの原則を踏 まえ,21世 紀にふさわ

しい新たな時代の電力システムをタイムス

ケジュールも考 えながら構築すべ きこと。

同部会 においては,審 議の中で,委 員試案

及び 「自由化の3類 型(電 力小売 りの部分 自

由化,全 面自由化,電 力プール市場創設)」に

ついて検討を進めた結果,平 成10年5月 に中

間的整理 を取 りまとめ,新 たな電力 システム
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として以下の方向性を確認するに至った。

① 「新電力 システム」については,当 面は

部分 自由化 を念頭に更に検討 を深め るこ

と。

② 全面自由化及びプール市場の創設は,現

状では不適切で時期尚早であることか ら,

将来の検討課題 とし,海 外の成果の検証 も

踏 まえなが ら,そ の是非を検証する時期に

ついて検討することが妥当であること。

③ 望 ましい自由化の姿については,次 の3

つの視点か ら検討す ること。

○ 民間事業者の創意工夫 ・経営の 自主性

を最大限活用 し.行 政の介入を最小化す

るという視点

○ 電力会社 と新規参入者 との対等競争,

有効競争 とい う視点

○ 電力の需要家全般にいかに効率化の成

果 を行 き渡らせ るか という視点

(2)専 門委員会による審議

平成10年9月 以降は,こ の中間的整理の内

容 を具体化すべ く,基 本政策部会の下に専門

委員会 を設けて 「部分 自由化」の詳細な制度

設計について検討 し,平 成10年11月,同 委員

会は以下のような案 を提出した。

① 交渉力のある需要家の選択の機会 を確保

するために,小 売分野において送電ネッ ト

ワー クのオープン ・アクセス ・ルールを基

に した特別高圧 自由化を2000年 を目途に行

う。

② 発電分野において特別高圧需要家に対す

る自由化 と整合の とれた火力電源全面入札

制度の導入など,広 域的発電市場の充実 を

目指す。

③ こうした競争によって もたらされる電力

会社の経営効率化の成果を規制部門にも機

動的に反映できるよう,料 金制度の見直し

を行 う(別 途料金制度部会で検討)。

④ こうした制度設計に当たっては,ユ ニバ

ーサルサービスの達成,供給信頼度の維持,

原子力利用の推進等エネルギーセキュ リテ

ィー ・環境保全の観点か らの適切な電源構

成の確保等の公益的課題 と両立することを

前提 として,必 要な制度的対応を講ずる。

その際,こ のために必要な負担は全ての需

要家が公平に負 うことを原則 とする。

上記内容は,平 成11年1月 の電気事業審議

会基本政策部会 において も報告 としてとりま

とめ られたところであるが,以 下,具 体的な

制度設計にっいて取 り上げる。

なお,平 成11年3月 よ り制度設計について,

より詳細なルール策定をす るため同部会の下

にWGを 設置 し,検討 しているところである。

2.制 度設計の概要

2.1小 売分野における部分 自由化の具体的制

度設計

(1)自 由化の範囲について

○ 自由化対象需要家は,「特別高圧需要家

(電気の使用規模2千kW以 上 で,2万V

特別高圧系統以上で受電する需要家)」とす

る。

(理 由)

・特別高圧需要家は自家発設置,電 力会社

の供給約款 ・選択約款など複数の電力供

給の形態を選択可能。実績 もある。(需要

家の交渉力)

・特別高圧需要家は電力会社が現在の給電

システムで個別に監視 ・制御。新規参入

者にネットワー ク利用を認めても系統安

第22巻 第1号(1999)
一21一



定 上 特 段 の 支 障 な し。

(系統 安 定 へ の影 響)

(注)沖 縄電 力について は地域 の実情 に配慮 し

て,別 途 自由化の範囲を設定

(表1参 照)

(2)自 由化部門の制度設計

① 原 則

参入規制,料 金規制・供給義務 は課 さず,

当事者間の 自由交渉による私契約 を原則 と

す る(供 給者相互のバ ックアップ,一 需要

家への複数の供給者による供給,電 力会社

の区域外供給 も可能)。

② 例 外

いずれの供給者 とも交渉が成立しない需

要家や,い ったん電力会社以外の供給者 と

契約 したものの,そ の後電力会社からの供

給 を望み交渉成立に至 らなかった需要家に

対 しては,例 外的に区域の電力会社が行政

に届け出た料金(最 終保障約款)に より,

最終保障義務 をもって対応。

③ 非自由化対象需要家への悪影響防止のた

めの仕組み

規制部門の料金設定 を行 う際,行 政が,

不当に非 自由化対象需要家向けのコス トを

高 く設定 していないかチェック。部門別の

表1電 圧別需要家の概要(電 力量)

(億kWh)

電 圧 需要規模 業務用 産業用 計 備 考

特

別

高

圧

66kV

以 上

10,000kW

以 上

98 1,677 1,775

(22%)

大規模 ビル ・

工場 な ど

(注1)

22kV

また は

33kV

10,000kW

～2 ,000kW

155 261 416

(5%)
大規 模 ビル ・

工場 な ど

(注2)

特別高圧の合計 『 一 (28%)

高

圧
6kV

2,000kW

～50kW

1,416 1,414 2,830

(36%)

中小 ビル ・工 場

な ど

低

圧

100V

200V

50kW

未 満
2,733(35%) 家庭 用 ・商店

な ど

合 計 7,915(100%)

[平 成9年 度実 績(10社 計)]

※ 「計 」 欄 の()内 の 「合 計 」 を100と した比 率(%)

(注1)10,000kWの 需 要家 の年 間 使 用 電力 量 は,約4,200万kWh。

(注2)2,000kWの 需要 家 の年 間 使 用電 力量 は,約700万kWh。
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収 支 も実 績 値 を基 に 確 認 。

(注)特 定電気事業及 び特定供給 につ いては,運

用手続 きの簡素化 を行 うこととし,そ れ以上 の

要件緩和 は行わない。

(図1参 照)

(3)託 送 制 度

① 規制の在 り方

○ 電力会社が作成 し行政に届け出た約款

を基に,電 力会社 ・利用者同士が交渉 し

て託送契約を締結。託送に関 して紛争が

生 じた場合には行政が事後的に紛争処理

を実施。

② 託送ルールの在 り方

○ 応諾要件

・一般電気事業者も新規参入者 も同等の

立場に立つ ことが原則

・電力会社が託送容量などについて情報

提供。

○ 託送料金

・第一原則 託送コス トの公正回収原則

(託送料金に含めてコス ト回収すべ き

設備 ・サー ビスを具体的 ・明確 に特定)

※このような託送 コス トについては,

自由化対象需要家 と非 自由化対象需

要家の公平性の担保

・第二原則 託送料金は全ての事業者に

とって同一であることが必要。

その際,負 荷率等 を勘案。

(図2参 照)

○ 接続要件

○ 公益的課題の達成のための必要事項

・供給信頼度の維持,エ ネルギーセキュ

リティの確保等の公益的課題の達成の

ため,利 用者は託送利用に当たって電

力会社の給電指令 に従 うことが必要。

したがって,例 えば,新 規参入者は給

電計画の提出に関する事項 を遵守する

ことが必要。

(図3参 照)

③ 明確 で透明な託送ルール設定手続 きの在

り方

以上のような託送ルールの具体化につい

ては,電 力会社 の十分な情報提供 を得つつ,

今後,電 気事業審議会における客観的かつ

透明な場において,制 度発足までに決定。

(4)公 益的課題 との両立の方策について

公益的課題 との両立のため,行 政,ネ ッ ト

ワー クの形成 ・運用を行 う主体 としての電力

会社,供 給事業者及び需要家が以下のように

適切に役割分担。

① 常時の対応

電力会社が託送約款に公益的課題達成の

ために必要な事項を盛 り込み,行 政に届け

出た上 で,新 規参入者が電力会社の給電指

令 を遵守。

紛争が生 じた場合には,行政が紛争処理。

② 自然災害やオイルショック等の緊急時に

おける対応

供給者への電気供給命令及び需要家への

電気使用制限命令で担保。

そのための基礎的な情報 として,行 政が

新規参入者の発電情報やその需要家の需要

情報を把握。

(注)需 要家は公益的課題の成果を享受する主体
であり.そのために必要な費用にっいても,

全ての需要家が公平に負うこととする。

2.2発 電市場の活性化

(1)計 画的側面の維持 ・強化

エネルギーセキュ リティー ・環境対策上の
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電力供給

霞由化⑳簸約

需要家による供給者の選択環境を整

備することにより,直 接供給(小売)
における競争を導入し,電 気事業全

体の効率化を図ること。

(エネルギーセキュリティ等の公益

的課題との両立は前提)

バックアップ バックアップ

事業者1事 業者2

セ/　

＼ /

@宗 ットワー・ク刹鶏に薦
するルー'レ公益醗課
題との繭宜の在り応

(1)託送ルー ルの整備

①当事者間交渉優先,事 後規制

②託送に係るルールとして,以 下を明示

・応諾要件

・託送料金設定

第一原則 託送コストの公正回収原則

(注)自由化対象需要家と非自由化対象需
要家との公正原則

第二原則 事業者間の公正の原則
・接続要件

・公益的課題達成のための必要事項

(2>公益的課題達成のための対応

①当事者が振替供給約款を遵守

②行政は事後的な紛争処理や緊急時の

発電量の制限,需 要抑制を実施

新規参 襲雑 熱

よる供
給

競争関係

喪渉料金

最終保障

⑱ 良由傷の範捌設簸
の考え欝

自由化対象は,「特別高圧需要家(電

→ 気の使用規模2千kW以 上で,2万

V特 別高圧系統以上で受電する需要

家)」とする。ただし,沖 縄を念頭に

地域の実情に配慮することとする。

↓
③ 鑓由化部門の黙饗象に

朗する盤給⑳あり芳

①自由化部門においては.原 則規制な し

(区域外の電力会社も含め参入自由,

供給義務なし,料 金規制なし)とする。

すなわち,当 事者間の自由交渉による

私契約を原則とする。

②いずれの供給者とも交渉が成立しない

需要家等に対 しては,区 域の電力会社

が,行 政に届け出た料金(最 終保障約

款)に より,供 給義務をもって対応す

る。

◎新規参入者との競争条件や,非 自由化

対象需要家に対する供給に,悪 影響が

ないように配慮する。

内部徳助防止⑳ため
の仕総

自由化部門と非自由化部門の内部

補助防止のため,規 制部門の料金チ

ェック,実 績値を元にした部門別の

収支(区 分終理)を 確認する。

⑤ 精楚驚気寡業 ・特黛
供絵の扱い

・現行制度の趣旨を踏襲することと

し,要 件緩和は行わない。

・制度運用,手 続の簡素化,明 確化

を図る

※独禁法の関係 を整理 。

図1部 分自由化の制度設計について
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O第 一原則

客観的かつ
透明な手続

コスト回収すべき設

備,サ ービスの特定

↓

託送コス トと非託送 コ

ス トに関するルール

O第 二原則

L
(注)

「

中立的な第
三者による
実績確認

客観的かっ

透明な手続

1

自由化対象需要家と非自
由化対象需要家の間にお

いて区分経理を適用

託送料金の算定に関
するルール

送電 コス トの構成

魎

鵬説ト) 俳託送コスト1

＼

圃

杢
l
l

総

コ

ス

ト

ー
ー

〉

(経理区分の明確化)

1非託送コスト

託送コスト

自由化対象需要家負担分 非自由化対象需
要家負担分

1第二原則

(藤鞠

①
一
公
平
回
収
の
原
則

i非託送コストi

託送 コス ト

自由化対象需
要家負担分

電力会社

他区域の
電力会社

新規参入者

②

事
業
者
間
の
公
平

非自由化対象
需要家負担分

両者の公平性

(注)①,② に関する客観的かつ透 明な基準の設定一
図2託 送料金設定の原則

第22巻 第1号(1999)
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o常 時

調
・需給契約(私 契約)を 締結
・供給者の能力を需要家がチエ

ツク

i振 替供給約款を作成 ・届出1

・審議会 で決めたルー ル(注)に

基づき,電 力会社 が振替供給

約款を作成 し,行 政に届出 ・

公表

(注)応 諾要件,託送コスト特定ル
ール,料金算定ルール,接続ル
ール

・必要に応 じ行政が,内 容変更

に関 し命令

囮
・託送契約(私 契約)を 締結
・約款に盛り込まれた公益的課

題(注)を託送契約 を通 じて当

事者 が 遵 守

(注)・同時同量など系統安定上の要

請に関する事項
・水力・原子力などの供給確保に

関する事項 等

圃
・審議会で決めたルールに基づ

き,行 政が紛争処理
・必要に応じ,振 替供給命令

國e ・供給事業者

・電力会社

電力会社

託送を受ける
・供給事業者

・電力会社

回翻÷
〈

供給事業者

託送を行う
電力会社

、

審議会のルー

ルに則 り行政

が命令

「

←→ 電力会社
〉

振替供給命令
行 政

○緊急時 併イルショック等)

行 政

Ψ Ψ v

(電気使用制限命令)

国
(電 気 供 給 命 令)

供給事業者 電力会社

図3託 送の公益的課題の達成に関するフロー図
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観点 も踏 まえた適切な電源構成に向けて,発

電市場の計画的な側面を維持 ・強化す る。

具体的には,電 力会社の作成する供給計画

において原子力 ・水力等の電源開発 を優先す

る。

(2)広 域的発電市場への更なる競争導入

① 火力電源開発全面入札制度の導入

火力電源全面入札制度について,平 成9

年12月 に取 りまとめ られた電気事業審議会

基本政策小委員会 中間報告の骨格 を維持 し

つつ導入。

(ただ し,小 売 自由化の実施時期 と整合

性 を図る観点から,実 施時期を合わせ るな

ど一部見直 しを行 う。)

また,卸 託送制度については,広 域的発

電市場を充実 させ るための政策的手段 とし

て,ま た,原 子力 ・水力等の広域的運営に

も資す る制度 として位 置付け ることが適

当。

(図4参 照)

② 卸料金認可の届出制への移行

取引の一層の円滑化,行 政手続 きの簡素

化等のため,卸 料金の認可制 を廃止 し,行

政への届出 ・変更命令に移行。

③ 非規制の分野(短 期的または小規模な電

力取引)の 透明性の確保

電気事業者間の融通や余剰電力購入メニ

ューについて,電 気事業者の自主的な対応

による取引の透明化 を期待。

2.3適 正な電力取引の確保

○ 部分 自由化によって,こ れまでの卸分野

の供給者 間の公正 な競争の確保のみな ら

ず,小 売分野の供給者間の公正な競争の視

点及び大口需要家 と供給者の問の対等な関

係の確保 という2つ の要請が追加。

○ したがって,独 占禁止法 とも整合性の取

れた適正な電力取引の在 り方に関す るルー

ルを整理す ることが,有 効な競争 を促 し,

制度改革の実効性を補強する上でも必要。

○ その際,電 気事業法上の規制が廃止され

た分野は もとより,従 来の規制が残 る分野

について も各々論点が整合 され ることが必

要。 また,競 争関係では達成できない公益

的課題 との整合性が確保 されることも必

要。

○ こうした整理 は,今 後,電 気事業審議会

の客観的かつ透明な場において検討。

2.4料 金制度の見直 し

○ 部分 自由化及び発電市場 の活性化が競

争的な刺激の中で経営効率化 を進め るイ

ンセンティブを与える制度であるが,効 率

化のノウハウや成果などを機動的かつ自主

的に規制部門の料金に反映することが可能

となるよう,料 金制度の見直 しが必要。部

分 自由化,発 電市場の活性化 ともあいまっ

て,料 金制度の見直しにより 「全ての需要

家に効率化の成果 を行 き渡 らせ ること」が

可能。

○ 料金制度見直 しについては,料 金制度部

会で,機 動性の重視,経 営の自主性の尊重

と経営責任の明確化の観点から,以 下の結

論 を取 りまとめ。

・料金規制手続きの合理化(供 給約款への

届出制の導入)

・料金メニューの多様化(選 択約款の要件

拡大)

第22巻 第1号(1999)
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卸電気 事 業者

(供給計画を作成)
(原子力,水 力,

大規模火力など)

他 の
一 般電 気 事業者

(供給計画を作成)

(原子力,水 力,
大規模火力など)

卸供 給事 業者

(iPP)
中小規模火力

/

自社 電 源

(原子 力,水 力,

大規模 火 力な ど)

原子九 水力

[鶴覧 難蜜撃 薯]

齢
＼

駈

一 般電 気事 業者

(供給計画を作成)

非
規
制

規
制

(卸
供
給

卸供給に

該当しないもの

(注)卸 供給

lO年以上1千kW超

5年 以上IO万kW超

を約 した電力供給

余 剰 購 入 メ ニ ュ ー

力

者
者
円

翼

業
P

無

編

規

貨
電
給

大

譜

鰍

自社 電 源

(原子 力,水 力な ど)

入札
/

一舟隻電気 事業 者

(供給計画を作成)

自家発

新 エネ

(太陽光,風 力

廃棄物など)

コジ エネ

非
規
制

規
制

(卸
供
給

卸供給に

該当しないもの

余 剰購 入 メニ ュー 自 家 発

新 エ ネ

(太陽光,風 力,

廃棄 物な ど)

コ ジ エ ネ

図4広 域的な発電市場の形成

一28一 季報エネルギー総合工学



3.制 度改革の実施時期 と将来の検証

(1)制 度改革の実施時期

託送に関する詳細な制度設計等,残 された

課題 をこなした上で,2000年 を目途に制度改

革を実施。

(2)将 来の検証

○ 制度開始後概ね3年 後を目途に,自 由化

の範囲及び自由化に関連する制度 内容など

について検証 した上で,部 分 自由化の範囲

拡大,全 面自由化及びプール市場の創設の

是非について検討。

○ その際の検証の視点は,主 として以下の

とお り。

・部分 自由化の実績(新 規参入の状況,電

力会社の経営効率化の程度や規制部門を

含めた料金等サー ビス内容の充実の度合

い,火 力電源全面入札など電力市場の効

率化の程度 等)

・海外の自由化の状況

・系統安定等に関する技術の状況

・公益的課題への悪影響の有無

(注)今後,特 に原子力の推進を始めとするエネル

ギーセキュリティーなどの公益的課題との両

立を図る上で問題が生じた場合や,不 測の事

態が生じた場合においては,柔 軟かつ迅速な

対応が必要。

第22巻 第1号(1999)
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地球 環 境 問題 の統 合評 価
一 炭素排出権取引 と原子力フェイズアウトの影響一

:tt、'・r・磁.、 ＼"・"x..、 奨1:・:.

黒 沢 厚 志 樫 隔 蜜 一船 工学研究所)
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、.tf..1・"tt.'1.:'

d

1.は じ め に

1.1閉 鎖系 としての地球環境 と気候変動問

題

1997年12月 初旬,こ れまでに日本で開催 さ

れた国際会議の中でも最大級の会議が京都で

開催 された。正式名称は,「第3回 国連気候変

動枠組条約締約国会議」 という長い ものなの

で,英 文頭文字をとって,「COP3京 都会議」

と呼ばれている。

このように,最 近,マ スメディアでとりあ

げられることの多くなった用語のひとつに,

「地球環境問題」がある。地球全体 で増え続

けている人 口が,食 糧やエネルギーを含む有

限資源をリサイクルせず永久に消費 し続ける

ことが不可能であることは,明 らかである。

月や惑星探査 などで,宇 宙への展開が試みら

れているとはいえ,人 間の生活する地球が基

本的に有限閉鎖系であ り,生 活を営む上で消

費する物質,エ ネルギーが系外から供給 され

ず,物 質 も基本的には地球の有限閉鎖系に と

どまることが大きな原因である。

外交政治ベースで国境を越える環境問題に

人間の関心がもたれたのは,1972年 にス トッ

クホルムで開催 された 「人間環境開発会議」

が最初であるといわれている。スカンジナビ

ア諸国は,欧 州内他国の工業地帯から飛来す

る汚染物質に悩まされていた。亜硫酸ガスを

原因 とす る酸性雨によって湖水が酸化 してし

まい,淡 水魚類が大幅に減少 してしまう現象

が観察されていた。深刻化す る酸性雨問題 を

国際討議の舞台に引き出すことが会議の目的

のひ とつであった。その後,地 球環境問題 と

してのオゾン層減少への対応がなされた。冷

蔵庫冷媒や家庭用 ・自動車用 クーラー,半 導

体の製造などに幅広 く使われていたフロン類

はオゾン層を破壊することか ら,現 在,国 際

的に生産が中止されている。

地球環境問題は,1980年 代後半か らの意識

の高まりから再び注目を浴びることとなる。

気候変動に伴 う地球温暖化の問題 は,あ る地

域 での人間活動が,国 境はもちろん,地 球規

模 でその影響が及ぶことに特徴がある。影響

は,人 間活動の結果である二酸化炭素(CO2),

メタン(CH4),亜 酸化窒素(N20),フ ロンなど

の,い わゆる温室効果ガスの大気中濃度増加

によってもたらされるとされている。最 も寄

与が大 きいのがCO、 であり,石 炭,石 油,天

然ガスなどの化石燃料の燃焼や,森 林伐採に

伴 う固定炭素の放出によって,大 気中に排出

される炭素量が過大 となり,炭 素収支がバラ

ンスしていないので,大 気中CO2濃 度は上昇
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を続けていることが科学的に明らかになって

きている。CH4,N20な ども温暖化 に対する

寄与はCO、 と比較 して相対的には少ない も

のの,農 業,エ ネルギーなどの部 門か らの人

間活動に伴 う排出がある。オゾン層減少対策

として開発 された代替フロンはオゾン層破壊

効果は相対的に小 さい ものの,フ ロン類 と同

様に温暖化効果 を有 しているのが困った点で

ある。

1.2気 候変動枠組条約 と締約国会議

国際的な取 り組みとして,各 国の政策に最

も影響 を与えていると思われるのが,気 候変

動枠組条約 と締約国会議である(表1)。

地球規模の問題の解決には国際的な取 り組

みが不可欠であ り,1992年 にブラジルで行わ

れ た国連環境 開発会 議(UNCED,United

NationsConferenceonEnvironmentand

Development)で は気候変動に関す る枠組条

約が調印された。条約では世界各国に対 して

温暖化防止行動計画の策定を要望 した。

前述の京都会議の最大の成果は,既 に生産

が原則禁止 となっているフロン類以外の温室

効果ガスの排出量に制約を加 えることを盛 り

込んだ京都議定書の採択である。2010年 まで

に,先 進国や旧ソ連東欧地域(こ れらの地域

をまとめて,京 都議定書付属書1に 含まれる

諸国とい う意味で,以 下 「AnnexI諸 国」と

呼ぶ)の 温室効果ガスの排出を1990年 と比較

して一定割合 にまで抑制す る目標 を定めた。

全体会議の様子は,イ ンターネ ットのビデオ

映像 ・音声で生中継されていたので,最 後の

決着が どうな るか を興味 をもってみて いた

が,会 議最終 日になっても決着がつかず,徹

夜会議 となった最終 日翌 日になってや っと議

定書全体が採択された。

約1年 後,1998年11月 に,ア ルゼ'ンチンの

ブエノスアイレスにおいて,第4回 締約国会

議(COP4)が 開催 された。今 回の会議の主

要な論点は,

① 共同実施,ク リーン開発メカニズム,

排出権取引のいわゆる 「柔軟性 メカニズ

ム」に関する検討

②COP3に おいて合意に至 らなか った

「途上国の参加問題」

③ 先進国か ら途上国への技術移転,気 候

変動の影響 または対応措置の実施により

影響 を受ける途上国への影響

などである。

前回の京都会議 と同様に最終 日は徹夜会議

とな り,交 渉の結果,① 資金 メカニズム,②

技術移転,③ 気候変動による悪影響及び対応

策による影響への対処,④ 共同実施,⑤ 京都

議定書のメカニズム(以 下,京都 メカニズム),

⑥京都議定書の締約国会議への準備(遵 守問

題含む)の6項 目か ら構成される 「ブエ ノス

ァイレス行動計画(PlanofAction)」 が採択

された。その うち,排 出権取引,共 同実施,

クリー ン開発メカニズムといった京都議定書

中の柔軟性メカニズムの原則,手 続 き等につ

いては,COP6に 最終決定を行 うことを目指

した作業計画が決定された。

今 回のCOP4で は,京 都 メカニズムの制

度設計 を早めたいとする先進国側 と,資 金メ

カニズム,技 術移転など条約上の課題が未解

決であ り,こ れらの議論 を優先すべ きとす る

途上国側が激しく対立した。ただし,途 上国

グループの内部でも,韓 国,ア ルゼンチン(議

長国),チ リは,途 上国の自発的約束に関する

議題提案 を支持す るなど,一 部には途上国の

第22巻 第/号(1999)
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表1気 候変動枠組条約からCOP4ま での経緯

エポックとなった会議 国際的
合意 背 景,概 要

地球環境サミット

(1992年,リオデジャネイロブラジル)

気候変動
枠組条約

・気候変動問題の懸念の高まりを背景に,サ ミット直前に
枠組条約合意

・先進国は2000年 までに温室効果ガス(二 酸化炭素など)

の排出総量を1990年水準に戻すことの重要性を認識 し

て政策措置を取る義務を負う
・途上国は排出量の通報義務を負う

COP1

(19蛎 リン ドィッ)

ベ ル リ ン

マ ンデー ト

・気候 変動 枠組 条約 は、2000年 以降 の対策 につ いて 明確 な

定 め を置 か ない な ど,不 十分 な点 あ り
・2000年 以降 の先進 国 の温 室効果 ガ ス排 出に 関す る数 量 目

標 設定 等 の検 討 を開 始 し、COP3ま で に結 論 を出す 旨

決 定
・途 上 国につ いて は新 しい義務 は 導入 しない 旨明言

COP3

(19懸 日本)

京 都
議 定 書

・先 進 国の 削減 目標(第1約 束期 間2008～2012年)合 意

・京都 メカニ ズム(共 同実施 、 ク リー ン開発 メカニ ズム,

排 出権 取 引)
・途 上 国の参 加 問題 合 意せ ず

・議定 書発 効要 件55か 国 かつ先 進 国の 二酸化 炭素 の総排

出量 の55%に あ た る先進 国 の批 准後90日 後

COP4

(
1998年,

ブエ ノスア イ レス

アル ゼ ンチ ン

ブェ ノス

ア イ レス

行 動 計画

・資金 メカニ ズム

地球 環 境基 金 に対す る追 加 的ガ イ ドライン等
・技術 開 発 お よび移 転

途 上 国 と先 進 国の協 議 開始
・途上 国へ の悪影響 の考慮

産 油 国 の主 張 を反 映、 必要 なア クシ ョン を今 後 のCOP

会議 で特定
・共 同実 施活 動

パ イロ ッ トフ ェー ズの 継続

・吸収 源

吸収 量 ・排 出量 と割 当量 、IPCC特 別 報告 書 を待 っ て各 種

指針 を決定
・オゾ ン層保 護 との関 係

オ ゾ ン層 破壊 効 果 に注 目 した モ ン トリオー ル議 定 書 と

の 関係 整理(オ ゾ ン層 破壊効 果 を有 しない が温 室効果 を

もつ代 替 フ ロン問題)
・先進 国義 務 の 妥当性

合 意せ ず
・京都 議 定書 の フ ォロー

COP6ま で持 ち越 し

参加 に賛成する動向がみ られたことも,注 目

すべ きであろう。

2.統 合評価の必要性

2.1地 球温暖化問題 と1PCCの 活動

気候変動問題 は,そ の影響が人間の生存基

盤 を含む全生態系におよび,原 因 と対策がエ

ネ ル ギ ー,農 業,そ して経 済 シ ス テ ム全 体 に

関 わ る こ とか ら,地 域 的,分 野 的 広 が りを超

え た議 論 が 必 要 とな る。 そ の た め,こ れ ま で

の 気 候 変 動 の 科 学 的知 見 を集 約 す べ く,世 界

各 国 の専 門 家 を動 員 し た気 候 変 動 に関 す る政

府 間 パ ネ ル(IPCC,Intergovernmentalpanel

onClimateChange)が1988年 に 設 立 され た。
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1990年(第1次)と1995年(第2次)に それ

ぞれ評価報告書が発表され,第1次 報告書で

は,気 候変動の可能性が再確認され,第2次 報

告書では,科 学的知見,影 響評価 と対策,社 会

的側面に分け,自 然科学,社 会科学にわたる広

範な評価がなされている。現在は,第3次 報告

書作成に向けた準備が開始 されている。

2.2学 際評価の政治的要請

1970年 代中頃 と後半に,い わゆる 「石油危

機」があ り,資 源セキュ リティ論の高まりか

ら,将 来のエネルギー需給構造を見通すため

に数多 くのエネルギーモデルが構築 され,そ

の時点で望 ましいと思われたエネルギー部門

のシナ リオを描 くことに活用された。

地球温暖化に代表され る気候変動に伴 う地

球環境問題について,科 学者,政 策担当者な

どの環境政策に関わる専門家を含めた議論が

なされているが,根 本的な解決策が見いだせ

ないことから,今 後の議論によって,国 際的

な合意形成を図ることが必要 とされている。

そのような背景から,気 候変動に伴 う地球環

境問題に対する総合的対策 を検討す るため,

気候変動,エ ネルギーシステム,土 地利用等

広範にわたる学際的な知見 を総合的に評価す

るための必須のツールであるモデルの開発が

数多 くの研究者により進められている。

それらのモデルの特徴は,

① 大気 ・海洋大循環モデルの組み込み等

にみられ るような 「大規模化」

② 気候変動,経 済現象,お よびそれらの

相互作用のメカニズムが解明されていな

いことに伴 う 「不確実性の考慮」

③ 温暖化ガス放出か ら,温 暖化ガス濃度

変化,気 候変動への影響が具現化するま

でのタイムスパ ンの長さに起 因す る 「超

長期化」

にある。

このような時間的,空 間的に広範な評価 を

必要 とするモデルは,そ の扱 う分野 も幅広い

ことか ら,一 般的に 「統合評価モデル」 と呼

ばれている。

3.モ デル分析の現状

3.1統 合評価モデルの構成要素

IPCCは,第2次 評価報告書のうち,気 候変

動の社会経済的な側面 を検討す る第3ワ ーキ

ンググループ報告の1章 を使って,気 候変動

の統合評価についてまとめている。それによ

ると,統 合評価 モデルの分野には,そ の重要

性にもかかわちず相対的に未成熟であ り,専

門知識や最善の手法 といった基準がなく,ひ

とつの権威的なア ドバ イスに従 うことは危険

であると述べている。つまり,気 候変動の統

合評価 には,ま だ定石がなく,方 法論や評価

結果にはまだ多種多様なものが存在 しうる(1)

(表2)。 その意味で,以 下紹介するモデルの

フレームワー クは統合評価 モデル研究全体 を

代表するものではないことを最初に断ってお

く。筆者は,統 合評価モデルに含まれるべ き

基本要素には,以 下のようなものがあると考

える。

(a)気 候 変 動

CO2や 他の温室効果ガスの収支(排 出,吸

収)の バ ランスが含 まれていることが重要 と

なる。このバランスは,大 気海洋循環の結果

として求められる大気中濃度および温度上昇

の程度 を決定す ることになるためである。

(b)エ ネルギー

エネルギーシステムは,化 石燃料燃焼によ

第22巻 第1号(1999)
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表2CO2対 策モデルの特徴

(IPCC2次 評価報告等を参考に作成)

モ デ ル 名

"

開 発 者

気候変動
要 因 地域分割社 会 経 済

ダイナミックス気候変動
インパク ト
評 価

不確実
性評価

意志
決定

C

O

2

他

の

温

暖

化

ガ

ス

エ

ア

ロ

ゾ

ル

土

地

利

用

そ

の

他

世

界

全

体

大

陸

レ

ベ

ル

国

レ

ペ

ル

緯

度

経

度

グ

リ

ツ

ド

外

生

経

済

成

長

技

術

選

択

土

地

利

用

人

口

全

球

温

度

変

動

1
次
元

温
度
降
水
量
変
動

2
次
元

温
度
降
水
量
変
動

2
次
元

気
候

温

度

上

昇

海

面

上

昇

農

業

エ

コ

シ

ス

テ

ム

健

康

影

響

水

資

源

決

定

論

的

方

法

そ
の

他
の

確
率
的
方
法

文

化

的

影

響

最

適

化

シ

ミ

ユ

レ

1

シ

ヨ

ン

適
応
的
シ
ミ
ユ

レ

し
シ
ヨ

ン

GRAPE

(GlobalRelationshipAssessmenttoProtecttheErlvi・

ronment)

黒沢他
(エネルギー総研.日 本)

C ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ ○ ○

(IPCC第2次 報告第3WG統 合モデル比較 に
取 り上げられたモデル、アルファペッ ト順)

AS/ExM
(AdaptiveStrategic/ExploratoryModeD

Lempert他

(RAND,ア メ リカ)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AIM
(Asian-PacificlntegratedModel)

森田他(国立
環境研,日 本)

○○○○ ○○ ○○○○ ○○ ○ ○○○ ○ ○ ○

CETA
(CarbonEmisslonsTrajectoryAssessment)

Peck他

(ElectrlcPowerResearchlnstitute,ア メ リ カ)

○○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

Connecticut
Yohe

(WesleyanUniv.,ア メ リカ)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CRAPS

(ClimateResearchandPo巨cySynthesismode1)

Hammitt他

(HarvardUniv,ア メ リカ)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CSERGE

(CenterforSocia「andEconomicResearchAnd
PolicvSynthesismodeD

Maddlson

(Univ,CollegeofLQndQn,イ ギ リ ス)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DICE
(DynamicIntegratedClimateandEconomymodel)

Nordhaus

(YaleUniv.,ア メ リカ)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

FUND
(TheciimateFrameworkforUncertainty,Negotiation
andDistribution)

Tol

(VrijeUniverslteitAmsterdam,オ ランダ)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○○ ○ ○ ○

DIAM
(DynamicsofInertiaandAdaptabllityModeD

Grubb他

(RoyallnstituteoflnternationalAffairs,イ ギ
リス)

○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

lCAM-2
(lntegratedClimateAssessmentModel)

Dowlatabadi他

(CarnegieMellonUniv.,ア メ リカ)
○○○○ ○○ ○ ○○ ○○ ○○ ○ ○ ○○

llASA
(lnternationallnstituteforAppliedSystemsAnalysis)

Schrattenholzer他

(llASA,オ ー ス ト リア)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IMAGE2.0
([ntegratedModeltoAssesstheGreenhouseEffect)

Alcamo他

(RilskinstitutvoorVo【skgezondheidMileu.

hygiene,オ ラ ン ダ)

○○○○ ○○ ○○ ○ ○○○ ○ ○

MARIA

(Mu随iregionalApproachforResourceandlndustry

Allocation)

森(
東京理科大、日本)

○ O ○○ ○ ○ ○ ○ ○

MERGE2,0

(ModelforEvaluatmgReglonalandGiobalEffectsof
GHGReductionPo巨cies)

Manne他

(StanfordUniv,,ア メ リカ)
○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○

MiniCAM
(MhiGlobalChangeAssessmentModel)

Edmonds他

(PaciflcNorthwestLab.,ア メ リカ)
○○○○ ○○ ○O ○ ○ ○ ○ ○

MIT
(MassachusettsmstituteofTechnology)

Jacoby他

(MT,ア メ リカ)
○ ○○ ○ ○○ ○ ○○○ ○○ ○ ○○

PAGE
(PolicyAnalysisoftheGreenhouseEffect)

Hope他

(CambridgeUniv.,イ ギ リス)
○○ ○○ ○ ○ ○○○○○ ○ ○

PEF
(PollcyEvaluationFramework)

Scheraga他

(EnvironmentProtectionAgency,ア メリカ)
○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

ProCAM
(ProcessOrierltedGlobalChangeAssessmentModeD

Edmonds他

(PacificNorthwestLab.,ア メ リカ)
○○○○ ○○ ○○○○○ ○ ○○ ○ ○ ○

RICE
(RegionalDICE)

Nordhaus他

(YaleUniv.,ア メ リカ)
○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SUCE
(StochasticLearningIntegratedClimateEconomy
ModeD

Kolstand他

(Univ.ofCalifornia、SantaBarbara,ア メ リ

カ)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Q

TARGETS

(TooltoAssessRegionalandGlobalEnvironmentand
HealthTargetsforSustainabl巨ty)

Rotmans他

(RiiskinstltutvoorVolskgezondheldMileu-
hygiene,オ ランダ)

○○○○ ○ ○ ○○○○ ○ ○○○ ○ ○ ○○

(その他のモデル,ア ルファペッ ト順)

FARM
(FutureAgrlculturalResourcesModel)

Darwin他
(農務省経済研,ア メ リカ)

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○

lEE超 長期 モ デル

(lnstituteofEnergyEconomlcs)

伊藤他
(エネ経研,日 本)

○ ○ ○ ○○○○ ○ ○

MARKAL
(MarketAIIocatlonmodeD OECDETSAP ○ ○ ○ ○ ○

NASAGREEN
(NASAGeneralEquiibriumEnvironmentalmodel)

R。senweig他

(ColumblaUnlv.,ア メ リ カ)
○ ○○ ○ ○ ○○○○○ ○○ ○○

NewEarth21 藤井他
(横浜国立大、日本)

○○○○ ○ ○ ○ ○○ ○
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って排 出されるCO2の 量の大部分 を発生 し

ているため,エ ネルギー供給源の選択やエネ

ルギー需要の伸 びの程度が気候変動に大 きな

影響 を与える可能性が高い。

(c)土 地 利 用

土地は農業生産の不可欠要素 であるのはい

うまで もないが,同 時に薪炭,バ イオマスア

ルコールなどといったエネルギーの供給源で

もある。森林面積が伐採などによって減少 し

た場合,植 物 または土壌 に固定 されていた炭

素が大気中に放 出される。

他に も将来を見通 した場合,人 口爆発 と森

林破壊によって加速 される耕地化の限界に伴

う食糧生産 とエネルギー生産のバランス評価

や,気 候変動に伴 う農業部門への影響評価の

ニーズに対応すべ く,土 地利用モデルの重要

性は増 している。

(d)環 境インパク ト

気候変動が現実のもの となった場合,人 間

生活や他の生態系にどのような影響があるか

は,そ の因果関係や結果に不確実性が伴 う。

しかし,気 候変動に伴 う不可逆的な影響 を回

避 した り,対 策を講 じるためには,あ らか じ

めその因果関係や程度 を見積 もってお く必要

がある。

基礎 となる知見 の整備 が進め られている

が,そ の定量的程度については,非 常に不確

実性が大 きい。例 えば農業部門は大気中CO,

濃度上昇によって,生 産量が増加す る場合 も

ある(肥 沃化効果)こ とも指摘されているよ

うに,部 門によってその影響が大きく異なる。

インパ ク トの正負といった定性的な見積 もり

についても諸説あるのが現状 である。

(e)マ クロ経済

気候変動問題は,世 界経済および地域経済

と密接に結びついている。エネルギーの例 を

とれば,炭 素排出量に制約が課 された場合,

エネルギー需給構造の変化 は産業構造やエネ

ルギー貿易に大 きな影響 を与える。

また,京 都議定書では,一 定の条件の下で,

炭素排出権の国際取引が認め られた。自国で

削減 目標を達成できない場合や他国と共同し

て削減 した方が有利であると判断 された場合

は,他 国の削減枠 を購入することができる。

国際取引の詳細取 り決めは,今 後の交渉によ

ることになっている。

4.GRAPEモ デルの特徴 と試算例

今後の地球温暖化 を巡 る国際交渉のうち大

きなテーマが温暖化ガス排出削減の柔軟性メ

カニズムであり,排 出量推定が他の温暖 化ガ

スよ り進んでいるCO、 に関していえば,排 出

権取引と吸収源の扱いに不確定要素が多い。

また,現 在のところ,特 に核燃料サイクル

を想定 した原子力は,社 会受容性等の要因か

ら,経 済的合理1生のみを理由 とす る短期的か

つ急激なシェア拡大は見込めない。CO、 排出

と原子力発電将来シナ リオは密接な関係があ

るが,原 子力発電のフェイズアウ トをエネル

ギー供給の選択肢 とした場合,と りうるべ き

オプションを現在のうちから検討 してお くこ

とが必要である。

そ こで,以 下 に は,筆 者 らが 開発 中 の

GRAPE(GlobalRelationshipAssessment

toProtecttheEnvironment)モ デルを紹介

す る。エネルギーシステムか らの炭素排出権

取引,原 子力発電フェイズアウ トの影響をみ

るために行 った試算結果 を報告する ととも

に,考 察を加 える(2)。
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4.1モ デ ル の フ レ ー ム ワー ク

GRAPEモ デ ル は,世 界 を,北 米,OECD

(経済 協 力 開 発 機 構)ヨ ー ロ ッパ,日 本,OECD

オ セ ア ニ ア,中 国,そ の 他 ア ジア,中 東 ・北

ア フ リカ,サ ハ ラ 以 南 ア フ リ カ,ラ テ ンア メ

リカ,旧 ソ連 ・東 欧 の10地 域 に 分 割 した 多地

域 モデ ル と な っ て い る。 気 候 変 動 の タ イ ム ス

ケ ー ル を考 慮 し,1990年 か ら10年 刻 み で2100

年 ま で の 超 長 期 の シ ミュ レー シ ョン が 可 能 と

な っ て い る。 モ デ ル の 作 成 に あ た っ て は,横

浜 国 大 藤 井 に よ っ て 開 発 さ れ たNewEarth

21モ デ ル,東 京理 科 大 森 ら に よ っ て 開 発 され

たMARIAモ デ ル の フ レー ム ワ ー ク を 参 考

に して い る。エ ネ ル ギー シス テ ム,気 候 変 動,

土 地 利 用 変 化 ・食 糧 需 給,マ ク ロ経 済,環 境

イ ン パ ク トの5つ の モ ジュ ー ル に よ り構 成 さ

れ るモ デ ル の フ レー ム ワ ー ク とそ の リン ク を

図1に 示 す 。

蔵

無

図1モ デ ル の フ レー ム ワ ー ク

4.2試 算 結 果

以下では,炭 素排出権取引および原子力フ

ェイズアウ トのエネルギー システムに与える

影 響 を 中 心 に報 告 す る。

(a)ケ ー ス設 定

炭 素 排 出 に 関 して 以 下 の ケ ー ス を想 定 して

ケー ス ス タデ ィ を行 っ た 。

① 炭 素 排 出無 制 約 ケー ス(BAUケ ー ス)

炭 素 排 出 に 制 約 を 設 け な い ケ ー ス で あ

る。

② 京 都 議 定 書 制 約 ケ ー ス

京 都 議 定 書 に示 さ れ た 炭 素 排 出 削 減 目標

が,20!0年 以 降2100年 までAnnexI諸 国 に

課 され る と し,排 出権 取 引,原 子 力 フ ェ イ

ズ ア ウ ト制 約 の有 無 に よ っ て,6つ の ケ ー

ス を設 定 し た。 排 出 権 取 引 方 式 は,取 引 な

し(NoTrade:NT),全 世 界 取 引(Full

Trade二FT)とAnnexI内 取 引(AnnexI

Trade:AT)の3種 類 と し,原 子 力 フ ェ イ

ズア ウ ト(NoNuclear:NN)の 各 ケー ス で

は,各 地 域 の最 大 原子 力 シ ェア を発 電量 べ 一

スで40%に 制 約 し,2030年 以 降 は新 規 原 子 力

発 電 所 は建 設 さ れ な い と した。 非AnnexI

地 域 が排 出権 取 引 に参加 す る場 合 には,正 味

の 炭 素 排 出 の上 限 を排 出権 取 引 の な い ケ ー

ス(表3のNTま た はNT(NN))で 求 め ら

れ た炭 素排 出量 に設 定 した。

また,人 ロ シナ リオ,基 準 エ ネ ル ギー 需

要,標 準 経 済 成 長 はIPCCが 以 前 に報 告 し

た シ ナ リオ の う ち で 中位 ケ ー ス と想 定 され

て い るIS92Aに 準 拠 す る。

表3京 都議定書制約ケースの設定

排出権
取引 取 引 な し

原子力

取 引 あ り

(世界)

取 引 あ り

(AnnexI内)
1

フェイズア

ウ トせ ず
NT FT AT

フェイズア

ウ ト
NT(NN) FT(NN) AT(NN)
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(b)エ ネルギー需給

以下には,AnnexI地 域でのシナ リオ間の

違いを概説する。

BAUケ ースでは,他 の資源 と比較 して安

価であ り埋蔵量の豊富な石炭が主要なエネル

ギー供給源 として選択 されるC図2)。

(lo9石 油換 算 トン)

12

10

8

6

4

2

0

[99020102030205020702090(年)

風力

太陽光
原子力

水力・地熱
バイオマス

天然ガス

石油

一石炭

図2AnnexIエ ネル ギ ー供 給(BAUケ ース)

それに対して,京 都議定書ケース群では

① 一般的にいって,炭素排出量力遡 制されるた

め,石炭から,炭素排出量の少ない原子力(2050

年以降には高速増殖炉の利用が可能であると

想定している。フェイズアウトありの場合を除

く),天然ガス,石炭ガス化メタノールなどのエ

ネルギー源へのシフ トが起こり,シェアが相対

的に増加する傾向がみられる(図3～6)。

②AT,AT(NN)の 各ケースについては,エ

ネルギー供給パ ターンの図が示されていない

が2ユ世紀初頭に天然ガスの導入が比較的スム

ーズに進むなどの効果 を除けば,定 量的に

NT,NT(NN)ケ ースとそれほど変わらない。

③FTヶ 一スにおいて,NTケ ースと比較 して

石炭 シェアが拡大 している主 な原 因は,

AnnexI地 域の石炭発電効率が非AnnexI

(109石 油換 算 トン)
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太陽光

原子力

水力・地熱

天然ガス

石油

O

I99020102030205020702090(年)

図3AnnexIエ ネル ギー供 給(NTケ ース)

(109石 油換 算 トン)
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図4AnnexIエ ネ ル ギー供 給(FTケ ー ス)

(109石 油換 算 トン)
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図5AnnexIエ ネ ル ギ ー供 給

(NT<NN>ケ ー ス)
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([09石 油 換 算 トン)
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図6AnnexIエ ネ ル ギ ー 供 給

(FT〈NN>ケ ー ス)

風力

太陽光
水力・地熱
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バイオマス

天然ガス

石油

石炭

地域のそれよりも高いため,AnnexI地 域

では石炭発電を行い,か つ排出権取引によ

って途上国で炭素削減 を実施 した方が経

済的に有 利なためであ る。結果的に,非

AnnexI地 域か らAnnexI地 域への石炭

発電シフ トが起 こっている。

④ 原 子 力 フ ェ イ ズ ア ウ トの う ちNT

(NN),FT(NN)の 各ケースでは,フ ェー

ズアウ トなしの京都議i定書ケースと比較 し

て,よ り一層の,天 然ガスシフ ト,お よび

省エネルギー推進が求め られる。

⑤ エネルギー供給量でみ ると,2010年 まで

に各京都議定書ケースでBAUケ ース と比

較 して,20%程 度の省エネルギーが必要で

ある。その後は,原 子力フェイズアウ トケ

ースでは省エネルギー比率 をおおむね維持

しなければいけない。一方で,フ ェイズア

ウ トなしの場合 は原子力拡大が許されてい

るので,エ ネルギー供給は徐々にBAUケ

ースに接近 している。

(c)炭 素排出権取引量 と取引価格

BAUケ ースでは石炭供給の伸びに呼応し

て炭素排出量が増加す るが,京 都議定書各ゲ

ースでは,燃 料転換,省 エネルギー,お よび

排出権取引によって正味の排出量が抑制され

る。4つ の取引ケースのうち,短 期的に実現可

能性の大 きいのはAnnexI内 の取引なので,

2010年 ～2030年 の取引量を図7,8に 示す。

AnnexI内 取引の場合は,旧 ソ連東欧地域

が輸出側 に,そ の他AnnexI地 域が輸入側に

(109炭 素 トン)
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0.1

0,0
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.

一 〇
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一 〇
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201020202030(年)

(注)マ イナ ス側 は輸 出 を示す

図7排 出権 取 引 に よ る炭 素 輸 入 量

(ATケ ー ス)

(io9炭 素 トン)
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(注)マ イナ ス側 は輸 出 を示 す

図8排 出権 取 引 に よ る炭 素 輸 入 量

(AT〈NN>ケ ー ス)
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なっている。2020年 の取引総量をみると,原

子力フェイズアウ トケースが,フ ェイズアウ

トなしの場合 より取引量が増加 してお り,原

子力発電の制約か ら,排 出権取引への依存度

が相対的に高まる可能性を示唆している。北

米地域は,フ ェイズアウ トケースでは2030年

に排出権 を輸入する必要があるが,フ ェイズ

アウ トしない場合には原子力発電のシェアが

相対的に拡大 し,2030年 時点で排出権輸入は

行われない。

(d)マ クロ経済影響

炭素排出量を抑制 した場合,エ ネルギー ・

経済の リンクに対 して,エ ネルギー最終需要

変化,化 石燃料価格低下,燃 料転換に伴 う設

備費上昇,エ ネルギー産業活動の低下などが,

複合 してマクロ経済影響 として現れる。2000

年から2100年 までの10年 お きのGDP(国 内総

生産)の 現在価値 換算総和 をAnnexI,非

AnnexIご とに集計 し,BAUケ ース と比較

した損失がどの程度の比率になるかを示 した

のが図9で ある。

原子力のフェイズアウ トを想定 しない各ケ

ースでは,AnnexI地 域のGDP損 失は1%

以内にとどまるが,フ ェイズアウ トが現実化

した場合には,発 電時に炭素 を排出しないオ

プションのひとつがなくなるため,エ ネルギ

ー需要の減少
,お よび他のエネルギー源への

投資により,GDP損 失は相対的に上昇 し,

AnnexI地 域で2倍 強 となる。非AnnexI地

域では,原 子力フェイズアウトなしの場合,

割引後GDP総 和はBAUケ ースに比べ,わ ず

かに利益側 となる結果 を示 しているが,こ れ

はAnnexI地 域の省エネルギーにより,化石

燃料の枯渇がBAUケ ースより遅れ,化 石燃

料価格がBAUケ ースより安価 となることが

主な要因である。

また,ATケ ースのGDP損 失は,NTケ ー

スとFTケ ースの中間に位置 し,排 出権市場

規模が拡大すれば経済影響 を緩和する効果が

大 きいことを示唆 している。

2.0%

1.5%

1。0%

0.5%

0.0%

一〇.5%

NTFTA丁NT(NN)FT(NN)AT(NN)

図9割 引後 のGDP総 和 の 損 失 率(2000年 ～2100年)
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(e)考 察

以上,京 都議定書が2010年 から発効 した場

合,削 減 目標を課せ られた諸国が,炭 素削減

をいかなる手段により実現するか,お よびそ

の経済影響がどの程度であるのかをモデルシ

ミュレー ションにより比較分析 した。

世界炭素排出権取引市場 を仮定 した場合,

エネルギーシステムの大規模 な組み替 えがな

されても,先 進国の場合エネルギー システム

コス トのGDP比 はそれほ ど大 き くないた

め,マ クロ経済影響は比較的小さ くなると推

定される。 しか し,原 子力 フェイズアウ トケ

ースでは,GDP損 失か ら判断され るように,

その程度が大 きくなる可能性がある。

発電部門をみると,石 炭依存度 を下げ るこ

とが重要 であり,現 実的なオプションである

天然ガスへの転換例 も示 されている。原子力

発電は社会的受容性,化 石燃料の需給緩和に

伴 うエネルギー実質価格低下,先 進国におけ

る電力需要の伸び率低下などを要因として,

短期間での大幅なシェア拡大は見込めない可

能性が高い。 しかし,長 期の技術オプション

として,技 術的成熟が進んだ軽水炉,お よび

資源制約が比較的小さい高速増殖炉 を含む原

子力発電の価値および研究開発のあ り方につ

いて,再 検討される必要がある。

5.今 後 の課 題

今後の,地 球環境統合評価 をめ ぐる課題に

は,多 種多様なものがあるが,本 稿では,主

観的判断で思いつ く課題 と関連事項 をまとめ

てみた。

5.1環 境インパク ト研究

第3次 評価報告書に向けて新 しく編成され

るIPCC第2ワ ーキンググループの扱 うテー

マは,「気候変動のインパ クト」であ り,そ の

キーワー ドは,「脆弱性」「適応」「過渡変化追

従が可能なGCM(海 洋大気大循環モデル)」

「方法論 とオプション」「途上国情報」等 とな

っている。

気候変動のインパ クトは,経 済的価値への

直接換算が可能 な 「市場 インパ クト」 と,環

境対策への支払意志等で間接的に経済効果 を

見積 もるしか今の ところ方法がない 「非市場

インパク ト」に分類される。前者には,海 面

上昇,エ ネルギーや農業への影響,後 者には,

生命および疾病,移 住,観 光,種 の多様性な

どが含まれる。

CO、 濃度が増大 した場合,農 業部門へ どの

ような影響が現れるかは確かでないが,潜 在

的植物生産力の増加 とい う意味では,正 の影

響 をもたらすという意見が強い。水資源等を

含めた総合評価の取 り組みが,自 然科学およ

び経済学的視点か ら構築 された農業部門モデ

ルを用いて検討が開始 されてお り,試 算結果

の比較を通 して,農 業部門における正味イン

パ ク トの程度の推定が求め られる。

また,GDP比 でみた途上国への経済インパ

ク トは先進国 より高めに見積 もられている

(つまり,脆 弱性が高い)に もかかわらず,

データの不確実性が大 きい。IPCCに おいて

も気候変動の地域インパク トの報告書がまと

め られたが,定 性的評価に とどまっているの

が現状 であるため,定 量化評価の初期段階と

してのオーダー推定が必要である。

5.2途 上国におけるバイオマスエネルギー

の位置づけ

エネルギーの分類のひとつに,商 業エネル
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ギー と非商業 エネルギー という考 え方があ

る。化石燃料や電力 といった商業活動等によ

って量 を把握 しやすい商業エネルギーは,需

給バランスとしてエネルギー需給統計へ掲載

されていることが多い。一方,途 上国のバイ

オマス(薪 等)は,商 業取引を伴わないこと

があるため,そ の供給量の把握が比較的困難

であった。1998年に出版 されたOECDエ ネル

ギー統計には,世 界的なレベルでバ イオマス

エネルギーの需給バランス推定値が掲載され

ている。推定の質は悪い場合 もあるが,地 域

によっては一次エネルギー供給量の半分程度

がバイオマスエネルギー といった地域 も見 ら

れ,そ の場合には,従 来の統計数字の2倍 程

度の規模 でエネル ギーが消費 されているこ

と,お よび商業活動で把握で きないバイオマ

スエネルギーがかなりの量で利用 され,か っ

伸びを示 している地域 もあることが わか っ

た。

21世紀の各種長期予測 をみると,先 進国と

比較 して,途 上国においては,人 口および1

人あた り所得水準の向上に ともなってエネル

ギー需要の伸びが高 く見積 もられている。そ

の場合に現在既に需要 として存在するバイオ

マスエネルギー分のエネルギー源に対 してど

のような技術選択がなされてい くかに注目す

る必要がある。化石燃料に転換された場合は,

CO2排 出の増加は回避で きない と思 われる。

5.3CO2以 外の温暖化ガス と森林 ・土壊

吸収源

地球規模での気候変動を評価する場合,温

暖化お よび冷却化効果の面から支配的な気体

は,CO2と 硫黄酸化物(SOx)で ある。後者に

ついては硫酸エアロゾルの影響 によ り,2100

年 で約1℃ の冷却効果が見込 まれ るこ とが

IPCC第2次 評価報告書で指摘 された。また,

CH4,N20,代 替フロンといったその他の温室

効果ガスは,農 業,金 属 半導体などの産業

と関連 してお り,前2者 については農業の寄

与が大 きいことなどか ら,排 出量推定につい

ての不確実性が大 きい。

京都議定書には,森 林 ・土壌吸収源を炭素

吸収源 として排出削減に含めてもよいとの記

述が含 まれた。陸域生態系のCO2収 支は,不

確実性の大 きい森林 ・土壌吸収源の推定,モ

ニタリングが必要 とされるものの,注 目を集

め ることになった。 しかし,推 定に伴 う不確

実性や,モ ニタリングのコス ト等,エ ネルギ

ー統計等で把握可能な化石燃料 と比較 して問

題点は多いことには注意を払 う必要がある。

5.4革 新技術の評価

前章では,原 子力発電フェイズアウ ト分析

の例 を通 して,無 炭素エネルギーオプション

の長期的な重要性 を示 した。電力の場合,原

子力,水 力といった発電時にCO2を 排出しな

い電源は,一 定のシェアを確保 していくもの

と思われるが,そ のどちらも大規模開発に対

す る社会受容性が得 られにくくなっている。

そのような背景か ら,水 力以外の再生可能エ

ネルギー,化 石燃料の低炭素燃料への転換(石

炭ガス化,液 化等を含む),省 エネルギーの役

割は大 きくなってお り,そ の導入普及の加速

化 ならびに効果 を最大限に発揮するためのさ

らなる技術開発の必要性 も増大 している。

環境規制が技術開発のインセンティブ とな

った例は,煤 塵,硫 黄酸化物,窒 素酸化物な

ど,過 去に も存在するが,環 境インパ ク トは

地域的な ものであった。地球温暖化問題はそ
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の影響が,広 い地域にかつ長期間にわたるこ

とか ら,吸 収源である炭素 回収 ・貯留技術に

対す る技術開発等を行 う場合にも,不 確実性

は大 きく,リ スクを考慮 した技術選択を行 う

必要が生 じている。

5.5競 争原理 と環境問題

従来,エ ネルギー・環境技術の研究開発は,

その成果が公共財的性格 を持つ ことか ら,公

的部 門の関与は正当化 されるとされてきた。

しか し,エ ネルギー価格の実質的低下,政 府

予算収支の均衡化要請,短 期的費用対効果の

重視 などの影響か ら,エ ネルギー,環 境技術

研究開発に,公 的部門が全面的に関与する必

要はないとの意見 も強まりつつある。実際に,

世界的趨勢 として,IEA(国 際エネルギー機

関)加 盟諸国の政府のエネルギー研究開発投

資は減少 している。

これは,冷 戦終結後のデフレ基調経済にお

けるエネルギー価格の低下,先 進国の国家財

政均衡化に伴 う予算支 出制約の強 まり,お よ

び国有研究開発組織の民営化などの要因によ

り,エネルギー研究開発のインセンティブが,

特 に公的部門で国際的に低下 していることを

反映 したものであると考えられる。特に,導

入に向けての条件が整いつつある技術オプシ

ョンの市場浸透策 を,公 的部門が実施すべ き

であるかについては,関 係者の間でも議論が

分かれてお り,合 意は存在 しない。政府部門

の研究開発投資へ私的部門の短期指向の影響

が及び,本 来の公的部門の役割である長期的

および高 リス クの技術への研究開発投資が危

機 にさらされている傾 向も見られる。技術の

成熟度や実用化可能時期を明確 に位置づけた

技術開発ポー トフォ リオに沿った研究開発投

資政策の考慮が必要である。

5.6柔 軟性 メカニズム(排 出権取引,共 同

実施,ク リーン開発メカニズム)

柔軟性 メカニズムについては,先 進国が自

己の温暖化ガス排出削減努力 を行 わないこと

につなが るとして,削 減 目標の大部分 を柔軟

性 メカニズムに頼 ることについては批判 も多

い。また,AnnexI諸 国の中でも,ロ シアの

ように,経 済低迷が長期化 し,エ ネルギー需

要 自体が1990年 レベルより低下 している国で

は,排 出目標の設定値 によっては,約 束実施

期間当初から無対策で排出権輸出が可能 とな

る(い わゆる,ホ ッ トエアの存在)場 合 もあ

ることが問題をさらに複雑にしている。世界

的にみても,植 林 と途上国へのクリー ン開発

メカニズムの組み合わせが認められた場合 に

は,取 引コス トが大幅に低下するとともに,

先進国自体 の削減努力のインセンティブが失

われ る可能性を危倶する意見もある。しかし,

前章の分析か らもわかるように,地 球全体的

な排出削減を図る方が コス ト面か らは有効 で

あることが指摘 されている。排出権取引自体

は,ア メリカの硫黄酸化物取引など実例があ

り,世 界銀行 も炭素基金 を提唱 している。共

同実施 とクリー ン開発メカニズムは,適 切な

インフラ設置および技術 ノウハウの移転 とセ

ットで行 えば,長 期 的 メ リッ トも大 きい。

COP6開 催 までは,あ と2年 弱あるが,国 際

外交の場 でどのような決着が図 られるのか興

味深いところである。

6.ま と め

地球温暖化問題に対 しては,短 期的および

長期的対策の両者において各種対策 を組み合
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わせて,リ スク分散 を図ることが重要である。

以下には,エ ネルギー部門の対応策を中心に

まとめてみた。

短期的には,京 都議定書の第1約 束期間は

2008年 に開始するため,時 間的猶予は約10年

しかな く,既 存設備更新に対す るエネルギー

部門の現実的な行動 を考慮す ると,短 期的に

は(主 に石炭の)天 然ガス転換 と省エネルギ

ー,お よび排出権取引が主要なエネルギー部

門での対策 となると思われる。長期的には,

地球全体 のエネルギー資源は有限であると考

えられる。従前か ら指摘されているように,

超長期 の持続可能性 を考慮す る際に 「エネル

ギー」,「食糧」の他に,「 環境」という制約が,

人口増加や経済拡大 とい う従来の入類の基本

的欲求 と葛藤する形で徐々に明らかになって

きてお り,有 限性 という制約条件のもとでの

長期方策 を検討す るこ とが必要 となってい

る。

エネルギーの側面かちは,炭 素削減はエネ

ルギー供給および炭素回収技術,エ ネルギー

需要削減の組み合わせ で達成 されると思われ

る。石炭,核 燃料サイクルを想定 した原子力

は資源量に比較的余裕があるため,来 世紀の

エネルギー供給源 として有力である。しかし,

炭素排出量に制約が加えられた場合,従 来型

の石炭利用は単位エネルギー発生量あた りの

炭素排出量が大 きいため,適 切な炭素低減技

術 と組み合わせ て利用す るこ とが必要 であ

る。核燃料サイクルを想定 した原子力は,社

会受容性等の要因か ら,経 済的合理i生のみを

理由 とす る短期的かつ急激なシェア拡大は見

込めないが,そ の潜在的価値は大きい。エネ

ルギー需要削減については,最 終需要および

転換における省エネルギー技術のみではな

く,ラ イフスタイル変更等 も必要である。運

輸,電 力,大 規模製造業などのインフラは,

利用期間が長 く回転が遅い。来世紀において

どのようなソフ ト,ハ ー ド両面でのシステム

選択がなされるかが興味深いところである。
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〔内外情報紹介〕

欧州の原子力発電に係わる最近の状況*

ヤ ン ・コ ツ レ ッ ク(コ レン コ ・パ ワー ・エンジニア リング社,ス イス日本
フ七ジェクト開発営業部長)

は じ め に

今 日の ヨー ロッパ原子力産業 の最大問題

は,国 民が持つ疑念、不信お よび反感である。

原子力が もた らす恩恵についての疑念であ

り,環 境面の危険防止に関する不信であり,

原子力エネルギー当局者の傲慢に対する反感

である。

原子力エンジニア リング ・コミュニティの

人々は,原 子力に関す る全ての事実 を把握 し

ていると自負 している。 このコ ミュニティは

核兵器産業に源流があり,政 府の支援を伝統

的に享受 してきた。また,大 衆の精査 と討論

に対 して長期に亘 り閉鎖的で,公 衆 とは極め

て無知 で合理性に欠け る人々 と思い込み,電

力需要の増大 を内発的なもの と見な し,安 全

に関 しては(技 術的)見 解に限界があり,そ

していま,大 衆からの不安,不 信および拒絶

に直面 している。

対照的に,一 般大衆は,常 識 をもとに原子

力 を見てお り,原子力技術者 を傲慢 と見な し,

責任 をとるべ き政治家に失望 を感 じることが

多く,原 子力がもたらす恩恵の真価に疑問を

感 じ,よ り高いエネルギー効率 を期待 し,故

障や小さな事故 におびえ,「チェルノブイリ事

故」を再発が許されない(永 遠の)神 の黙示

と見なし,放 射性廃棄物の処分に納得できる

戦略を求め,老 朽原子力発電所の廃止に関す

る,技 術的,財 政的,社 会的錯綜に不安 を懐

き始めている。

ヨーロッパにおける原子力発電技術の将来

は,原 子力発電所 を運転する多 くの電力会社

に とって,前 途多難なイバラの道になりつつ

ある。原子力のエネルギー ・技術 ・革新一般

に関 して,工 業諸国において現在展開されて

いる議論に過度な政治色が加わると,良 識 あ

る人々が道理の分からない人々に圧倒される

例が多々出てきている。このような背景に抗

して,原 子力エネルギーが工業諸国で伸びる

チャンスは,あ るとしても極めて僅か と思わ

れる。エネルギーに関しては,長 期の政策的

てこいれがなければ,古 い形のエネルギーが

好 まれ る傾向にある。しか し,こ れは環境保

全上か らも経済的理由からも理解 しがたいも

ので,た だ,全 く単純に,も しギリシャ神話

の豊饒の角"コ ルヌコピア"**に 頼れ るので

あれば,そ れか らの収穫物 と農業により生活

する方が より苦労が少い という理由だけのも

事務 局注*:本 稿 は,平 成10年11月 の当所月例研究会における講演を,本 誌掲載 のため その後 の状況変化 を加

味 し,加 除修正 ・文章化 していただいた ものである。 訳責 は,(財)エ ネル ギー総合工学研 究所。

**:Zeusに 乳 を与 えたヤギAmalthaeaの 角;そ の角か らは望 むままに食べ物,飲 み物,果 物,花 など

があふれ 出た といわれ,物 の豊か さを象徴 する(ラ ンダムハ ウス英和大辞典 より)。
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のである。寓話にあるとお り,間 違いな く,

ア リよりも楽天的なキリギリスである方がは

るかに魅力的なのである。

以下に,原 子力発電 とその関連分野におけ

る動向を,欧 州主要国の例 を挙げ述べ ること

にする。

1.フ ラ ン ス

EPRの 決定は1999年 に

ピエール工業担当書記官が,1998年11月 の

会議で述べた ところによると,フ ランス政府

は,欧 州加圧水型原子炉(EPR)の 建設を1999

年 中に決定する予定であり,こ れは現在稼働

中の原子炉の リプ レース決定が必要 となる,

2010年 に向けての準備 のためとしている。

フランス情報筋によれば,ド イツ連邦新政

府が原子力発電の段階的廃止という公式政策

を挙 げているにもかかわらず,ド イツの新任

原子力安全担当局者は,EPRの 安全性分析 に

専門機関である原子炉安全協会(GRS)の 継

続参加に反対 していない。

ドイツの総選挙後,は じめての二国間原子

力安全会議 に参加 したフランス当局者は,

「EPRの 設計審査への協力 を打 ち切 るとい

うボンか らのあか らさまな圧力はなかった

が,段 階的廃止政策のため,ド イツの新当局

者は新型原子炉プロジェクトを公然 と承認す

ることもできず,従 って,共 同審査の結果は

フランス側のみの意見による可能性がある」

と伝 えている。

12月17日 の会議には両国 トップクラスの政

策決定者が集まり,そ の中に ドイツ連邦か ら

は環境 ・原子力安全省(BMU,以 下,環 境省

とする)の 原子炉安全担当レンベルク新主席

も加わった。彼が属する緑の党は,電 力業界

との交渉を条件にしながらも,原 子力発電の

段階的廃止 という ドイツ新政府の公約 を支持

している。

二国間調整による設計審査は,EPRプ ロジ

ェクトに欠かせぬ重要部分であった。両国当

局および技術支援団体は,1999年 年央までに

基本設計の全面審査 と承認終了 とを目指 して

きた。

あるフランス政府筋の話によれば,フ ラン

ス当局はEPRの 安全性について両国の公式

声明が望 ましいとしなが らも,EPRが 建設さ

れるのであればフランス国内になるので,絶

体に必要 というものではない。 しか し,ド イ

ツ側が安全分析から完全に手を引 くのであれ

ば,こ のプロジェク トの現段階では残念なこ

とだとしている。

フランス電力庁(EdF)で は,詳 細設計の開

始決定は1999年 後半(9～10月)に なる,と

見ている。

EdFは 発電の独占権を失 うも,送 電網の統

制を保持

フランス内閣は,EdFが 持つ国内発電独 占

権を消滅させることになる電力供給再編法案

を承認 している。 しか し,そ の計画が実現し

た場合にも,EdFは 統合された国営組織 とし

て残 り,全 国電力系統網の運転管理責任 を引

き続 き保持することになるとしている。

同法案は,2月 中旬,議 会に上提 された。

この法案は,発 電電力量を定める長期計画

の立案に関 し役割 を持続す る。この法案は,

また,使 用す る燃料種別の調整,発 電技術,

ならびに多年度にまたがる設備投資計画 と同

計画に基づ く一連の新規電源設備認可により

登場する新規市場参入者の地域分布,こ れ ら
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を統制す る政府権限を継続する。

EdFに 対す る想定競争者が批判 している

条項は,競 争者か ら従業員に対 しEdFと 同程

度の高賃金 ・厚遇の供与を求めている点 と,

かつ,全 ての発電事業者に新たな 「公共サー

ビス提供者」への強制割 り当て金 として,高

速炉スーパー ・フェニ ックスの廃止費用など

過去の付けへの弁済の負担を求めている点で

ある。 フランス国内で多角経営に売電事業 を

計画す る会社は,そ の 目的に即 した子会社の

設立が必要であ り,従 業員の雇用条件および

年金給付 を全電力供給産業に共通す る手続に

より交渉することが求められることになる。

その法案は,ま た,独 立 した電力調整機関

を規定 しており,そ の構成は,政 府,議 会お

よび経済 ・社会審議会により指名 された6人

の メンバーか らなるもので,送 電網利用の統

制 と,一 般の「公共サービス」料金同様 に,送

電線利用料金の設定にあずかるとしている。

1996年 の欧州連合(EU)指 令は,1999年2

月か らの自由化 に際 し,他 のEUメ ンバー国

同様,フ ランスに電力市場の一部開放 を要求

している。

EU諸 国のなかには,自 由化 された電力市

場に飛び付 きで参入 した国がある一方,フ ラ

ンス政府は,エ ネルギー政策の策定 と,特 に,

安定供給の確保,二 酸化炭素の排出の抑制を

含めた環境保全 とに,影 響力の保持 を切望 し

ている。

慎重な取 り組みを進めてきたが,フ ランス

は,1999年 における国内市場の最小限開放を

選択 した。すなわち,今 後,年 間40GWh以 上

の消費者数400,す なわちフランス市場の約26

%の 需要家が供給者の選択が可能 となる。

しか し,政 府の計画どお りであれば,2003

年までに供給者選択の機会 を得 るのは,フ ラ

ンス市場のわずか33%程 度 と見 られている。

安全担 当局および廃棄物処理研究施設の設

立に向けて

フランス政府は,こ れまでに独立した原子

力規制局 を設立する提案 を承認 してお り,高

レベル ・長寿命放射性廃棄物処分の調査研究

を目的 とす る地下研究施設2ヶ 所の建設 を正

式に認可 した。

廃棄物処分研究施設

廃棄物処分研究施設の開設は,激 しい論争

の末に決定 されたものだが,直 ちに全国 レベ

ル ・地域レベルの反対 グループからの攻撃に

晒 された。特に,ビ ュールの粘土層に研究施

設の建設が予定 されているフランス東部のム

ーズ県の反対は激 しか った。

しか し,そ の決定は,原 子力産業界か らは

放射性廃棄物管理の長期解決策 を探るプログ

ラム上での1つ のマイルス トンとして歓迎 さ

れた。

環境相 ドミニク ・ボイネの緑の党はいかな

る方法であれ廃棄物の埋設には反対 している

ので,政 府は,彼 か らの同意を得 るため,ど

の ような廃棄物処分法 をとろうとも,期 間は

未定ながら(専 門家は300年 を示唆 している),

要求あれば 「可逆性」の条件を明記した。

この廃棄物研究施設に関する決定は,ジ ョ

スパ ン政権が成立 した選挙の直前に,3候 補

地周辺でなされた公開調査の終了以来待たれ

ていたものだった。政府は,1998年2月 に最

初の措置を講 じてお り,そ の とき,複 数の官

僚が増殖炉スーパー ・フェニックスの停止に

同意 し,廃 棄物深地層処分の可逆性 と規制面
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の改正に関する2つ の調査研究 を委託 した。

これ らの報告書は,1998年 の6月 および7

月上旬に提出された。フランス政府は,ス ー

パー ・フェニ ックスの廃炉 を宣言 し,燃 料棒

取 り出しをで きれば1999年 夏に始め,2001年

春の完了にしたいとしている。その後,ナ ト

リウム冷却剤の除去 となる。廃止 コス トは,

約70億 米 ドル と見込 まれている。

政府が,3ヶ 所の研究施設候補地のうち,

マルクール近隣のシュクラン(ガ ール県)の

粘土層 と,ラ ・シャペル ・バ トン(ビ エンヌ

県)の 花商岩層の2ヶ 所の断念を決定 したこ

とによ り,ビ ュールの粘土層が将来の処分場

として現在可能性 を残す唯一の場所 となっ

た。放射性廃棄物管理機構(ANDRA)に は,

花商岩層の新候補地の探求が求め られると思

われる。

ANDRAは,2004年 の年初 までにビュール

研究施設を開設することを提案 した。

新規制当局

新規制当局は,合 議制 をとる指導者5人 に

加えて,環 境相が任命する政府代表1人 か ら

構成され,新 法令 に基づ き創設 される。メン

バー3人 は政府の任命 とな り,下 院 ・上院の

各議長がそれぞれ1人 を任命す る。

政府は,緊 急事態における安全問題に関し

てのみ権限を保有す る。

しか し,新 設されたこの委員会 は,放 射1生

物質か らの防護には責任 を持たないとしてい

る。その機能は,保 健省に属す としているが,

放射線防護局(OPRI)の 予算は175百 万フラ

ン(31百 万米 ドル)と 倍額以上にな り,職 貝

の手当と雇用条件は向上が保証されることに

なる。

原子力安全保護研究所(IPSN)は,現 在,

原子力庁(CEA)の 半独立部 門であるが今後

は分離 され,独 自の予算 と管理権 を持つ 「公

共機関」に改編 される。

これらの決定事項は立法化 を必要 とし,一

連のプロセスに数 ヶ月かかるものと予想され

る。

政府はまた,メ ンバー3人 か らなる専門家

グループを設置して,再 処理 を含む原子力発

電全サ イクルの経済性を研究し,他 のエネル

ギー源 と比較する,と 発表した。経済,工 業

お よび環境の各大臣がそれぞれ専門家1人 を

選任することになっている。

EdFは ロ ン ドン ・エ レク トリシ テ ィ社 の 買

収 価 格 に 同意

EdFは,最 近,英 国 の 地 方 民 営 電 力 会 社

(RECs)12社 の1つ で あ る ロ ン ドン ・エ レ ク

ト リシ テ ィ社 を,現 金13億9千 万 ポ ン ド(23

億 米 ドル)お よび 負 債 額 約5億 ポ ン ドをEdF

が 引受 け る こ と を了 承 す る とい う契約 で,米

国エ ン タ ジー社 か ら買 収 す る こ とに 同 意 した。

こ れ はEdFが 行 っ た 英 国 で の 最 初 の 会 社

買 収 で あ り,こ れ ま で の最 大 の海 外 投 資 で あ

る。 この 会 社 買 収 に よ り,EdFは 英 国 の配 電

会 社 に な っ て お り,ま た2,000MWeの 海 底 ケ

ー ブ ル に よ り英 国 市 場 の 電 力 約6%を 供 給 す

る給 電 会 社 に な っ て い る。

ブ リテ ィ シ ュ ・エ ネ ル ギ ー(BE)社 は,EdF

に とっ て 原 子 力 発 電 に 関 し ヨー ロ ッパ 内 の 主

要 ラ イ バ ル 会 社 で あ るが,ロ ン ドン ・エ レ ク

トリシ テ ィ社 の 獲 得 競 争 に 敗 れ た。BE社 の

ピー ター ・ポ リン ズ社 長 に よ れ ば,BE社 は ロ

ン ドン ・エ レ ク ト リシ テ ィ社 に つ い て適 切 な

価 値 評 価 を行 っ て お り,そ れ 以 上 の 高 い 買 値
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を付けることは 「株主資金の適切な使用では

ない」 と判断したとしていた。EdFの ルセ リ

ー新会長の話によれば,EdFが ロンドン ・エ

レク トリシテ ィ社の支払 いに同意 した価格

は,「ごく最近の英国発電会社買収に見 られた

相場価格 と同程度のもの」 とのことだった。

BE社 は,知 られているとお り,事 業拡大に向

け他の地方民営電力会社 を買収 して,英 国で

再編進行中の垂直統合型電力事業を指向して

いる。

欧州連合(EU)の 電力市場解放は,緩 やか

に,1999年2月 に始 まり,未 定だが来世紀中

のいつかには終 えることで進行 してい る。

EdFは,完 全自由化された電力市場への参入機

会に,大 きな関心 を懐いていると述べている。

2.ド イ ツ

原子力発電の段階的廃止に関する閣内不統一

ドイツの赤 と緑の新政府は,原 子力発電の

段階的廃止計画に関し,緑 の党出身のユルゲ

ン ・トリッティン環境相が社会民主党の主導

下にある政府閣僚に諮ることな く,2つ の重

要 な原子力安全諮問機関を解散させてから,

最大に深刻 な表面化 した見解不統一に直面 し

てきた。

トリッティン環境相 は,1998年 のクリスマ

ス直前に,国 の原子炉安全委員会(RSK)と

放射線防護委員会(SSK)の 両方 を直ちに解

散させ ることにした という短い声明を発表 し

た。彼は,そ の後,両 委員会の全員 を新 メン

バーによる再編成 を終えてお り,3月 の作業

再開に間に合わせた。業界消息通が語るには,

緑の党が主導す る,ド イツ原子力発電を 「可

及的速やかに」段階的廃止に進め るという運

動の先鋒に立つ トリッティン環境相 は,こ の

2つ の諮問機関が 「原発撤退に不適切」 と判

断した,と している。

しか し,ゲ ハル ド・シュレーダー首相は,

その動 きに怒 りを込めて,ト リッティン環境

相 を「うぬぼれた態度をとる党利党略の象徴」

と暗に非難する声明を出した。シュレー ダー

首相が語 るには,そ の決定には相談 を受けて

おらず,原 子力発電会社首脳 との間で1999年

の継続実施が期待 されている 「コンセンサス

づ くりの会談」 を損なうおそれがある,と し

ている。

シュレーダー首相は,「考 えられ る時間の枠

内」で,し か も 「支払不能な」補償金要求を

受け入れることな く,原 子力発電 を段階的に

廃止す るのは,で きたとしても意見の一致が

得 られたときのみ可能 としている。そして,

ドイツのエネルギー分野に係わる全ての人々

が,「 透明で正 しい意志決定」に権利 を持つこ

と,お よび既存の,拘 束力ある,法 律上の合

意を尊重することとを付け加 えた。彼は,決

定の撤回には動かなかったが,両 機関のメン

バー を新任す るに際 しては,こ うした要素の

「考慮」が必要 となろうと強調 した。

この動きに対 して トリッティン環境相が行

った弁明は,シ ュレーダー首相,ヴ ェルナー・

ミュラー連邦経済相 と原子力発電会社首脳間

の第1回 会談から トリッティン環境相が外さ

れた直後であったが,弁 明の内容は,問 題の

2機 関が 「透明性」に欠けることがはっきり

してきてお り,彼 らの見解は十分に 「組織 を

代表するもの」ではない,と していた。彼は,

原子力の監視は将来明らかに2つ の責任分野

に分割 されると付け加えた。すなわち,原 子

炉安全委貝会 と放射線防護委員会の役割は,
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明らかに 「科学 ・技術的分析」に限定 され,

一方 「法律面 と技術的 リスクの評価」は
,将

来的には2つ の諮問機関からの勧告に基づい

て,原 子力監視当局が専有す る分野になろう,

としていた。

段階的廃止政策 に関する閣内不協和音

シュレーダー首相は,原 子力発電の段階的

廃止スケジュールに関す る電力業界との今後

の交渉を取 り仕切 ってきた。彼がこの行動 を

とったのは,ミ ューラー連邦経済相 と トリッ

ティン環境相の公開討論後であった。片や,

かってフェーバ社で電力事業を担当した経営

幹部で,政 界 との交友関係はなかったが,現

在はシュレーダー内閣の重要閣僚の1人 であ

り,片 や,緑 の党の現党首で,ド イツ最高の

規制取締元である環境相 となっている。

この公開討論があったのは,環 境省の原子

炉安全課長ウオルフガング・レネンベルク(緑

の党)が 書いた論文 を環境省の原子力発電推

進派官僚達が漏 らした後であった。 その論文

は,環 境省が連邦原子力エネルギー法の広範

囲な改正 を立法化 して,段 階的廃止の急速な

推進を計画中であることを示唆 していた。 ミ

ューラー連邦経済相は,段 階的廃止によ り業

界を経済的困窮に陥れてはならない とトリッ

ティン環境相に警告 した。 トリッティン環境

相は.必 要あれば,電 力会社首脳部か らのコ

ンセンサス取得に関係な く,自 分が原子炉廃

止に踏み切 ると答えていた。

ミューラー連邦経済相がフランクフル ト・

アルゲマイン ・ツァイテング紙に語ったとこ

ろによれば,環 境省の原子力エネルギー法改

正は,原 子力研究開発の支援 を保証する条項

の削除に限定 され るべ きとしていた。一方,

レネルベルクの草案文書は,む しろさらに多

数項 目の対策 を要求 し,そ の中には原子力発

電会社 に対 して第三者損害賠償責任を5億 マ

ル ク(294百 万米 ドル)か ら50億 マルクへ と10

倍増の要求 を含めていた。

ミューラー連邦経済相は,使 用済み燃料再

処理の取 り止めを立法化する トリッティン環

境相の計画には,断 固として反対 してお り,

その理由は,協 商に基づ く現行の再処理契約

に関して英仏両国 との直接対決 をもた らす と

していた。ミュー ラー連邦経済相の見解では,

もし原子力エネルギー法が再処理 を中止す る

ものであれば,ド イツ政府は国外再処理業者

に損害賠償金の支払 を要する。 ミューラー連

邦経済相は,使 用済み燃料の将来の地層処分

を義務づ ける法律の修正ではな く,現 行の契

約状態を協商どお りに継続することを支持 し

ている。

トリッティン環境相の言によれば,政 府が

制定 した再処理 中止の修正 は,法 的には英仏

両国 との双務協約に定める 「不可抗力」に該

当し,従 って違約金 を支払 う要はないと確信

する,と していた。

ミューラー連邦経済相 は,ま た,ト リッテ

ィン環境相による原子炉の新規認可を公式に

停止するとい う案にも反対 した。その案が決

定すれば,ラ イン ・ウェス トフェーレン ・エ

ネ ル}".一 会 社(RWEAG)に よ る1,300-

MWeの ミュールハイム ・ケール リッヒ加圧

水型原子炉の再認可の ための活動 を終結 さ

せ,ま たガル ヒングに半完成状態にある中性

子源の ミュンヘン研究原子炉(FRMII)の 建

設認可 を突如停止させ ることになるからであ

る。

1998年12月 中旬,シ ュレーダー首相 とミュ
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一 ラー連邦経済相は,RWEAGの デー トマ

ル ・クン ト会長,プ ロイセン ・エレク トラ社

を所有するフェーバ社のウル リッヒ ・ハル ト

マン社長,バ イエルン電力会社 を有す るフィ

ーアク社 のウィルヘルム ・ジムゾン会長,お

よび最近合併 したバーデン電力会社 とシュヴ

ァーベ ン ・エネルギー供給会社 を担当してい

るゲーハル ト・ゴルと,ボ ンで会談 した。

その席上,電 力会社側 は,日 程計画に関 し

政府 ・業界間協議が開催 されるまで,ト リッ

ティン環境相が計画するいかなる原子力法修

正 も棚上げするようシュレーダー首相に懇請

した。段階的廃止の日程 と範囲に関す るこれ

らの協議は,1月 に開始された。シュレーダ

ー首相は,協 議には直接自分が携わり,ミ ュ

ー ラー連邦経済相,ト リッティン環境相は と

もに参加する,と 述べていた。

電力会社 との会談後の記者会見で,シ ュレ

ーダー首相は,ト リッティン環境相による改

正原子力法の草案に,国 外再処理契約 とい う

微妙 な問題 を含め るか否かについては語 ろう

としなかった。「それは,我 々がここで合意す

る内容による。 しかし,も し我々が契約上保

証 した国家間の法的責任 を尊重 しなければ,

連邦政府に対する直接 ・間接の損害賠償請求

が出されるだろう」 と述べていた。

この問題に関す る連立政党間の合意は,は

っきりしている。合意では,『損害賠償 を要求

される』のは,誰 の利益にもならず,避 ける

べ きとしている。「原子力法の改正案作成は環

境省の責任であることから,法 改正着手時を

決めるのはまさに トリッティン環境相の責任

だ」 とシュレーダー首相 は述べていた。

「しか しなが ら
,申 すまでもなく,環 境省

のいかなる法案 も,他 の全閣僚および首相府

の承認 という正規の手続きを踏まなければな

らない」 と言及した。

シュレー ダー首相は,従 来無税だった電力

事業の廃棄物管理 および再処理信託 資金約

500億 マル ク(290億 米 ドル)の 一部に課税 し

て,1999年 度歳入に約35億 マルク(21億 米 ド

ル)の 増収 を図るという,オ スケル ・ラフォ

ンテーヌ連邦蔵相(ド イツ社会民主党)の 計

画を進めるか否かについては,発 言 を避けて

いた。

電力事業の現金財産に対する課税は,コ ー

ル前政権 時代 にすでに計画済みだった もの

で,シ ュレーダー首相 とラフォンテー ヌ蔵相

が1998年12月 に発表した1999年 減税 との抱 き

合せの一部をなすものである。(程な く,ラ フ

ォンテー ヌ蔵相は辞職 した)。

段階的廃止の費用負担は880億 マルク

もし連立政権与党の緑の党が今後6年 間に

ドイツの全19基 の電力用原子炉を廃止すると

い う彼 らの要求 を実現す ると,2030年 までに

ドイツ経済に880億 マルク(530億 米 ドル)の

費用負担をもたらす,と ドイツ発電事業者連

合会(VDEW)は いっている。

世論調査の結果一 原子力の継続使用 に賛

成77%

反原子力の連合政権を誕生 させた1998年10

月の選挙直後に実施された注目すべ き世論調

査の結果によれば,調 査人口の4分 の3以 上

が短期間に行 う原子力段階的廃止計画に反対

している。

マンハ イムの選挙調査グループが ドイツ第

2テ レビ局(ZDF)に 代わって実施 した代表

的な世論調査では,新 政府が原子力の段階的
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廃止の合意 を発表 したに もかかわらず,77%

の人が原子力の継続的使用を支持 していた。

約13%が 現存する原子力発電所の即時閉鎖

に賛成 し,原 子力設備の新規建設を支持 した

のは調査対象者の7%で あった。

バ イエルン電力会社は,公 表 されたこの新

たな数字に対する公式見解 として,調 査結果

は ドイツ国民の圧倒的多数が稼働 中の原子力

発電所の継続運転を支持 してお り,赤 と緑の

新政府の主張 とは明 らかに対照 をなす もので

あることを証明している,と 述べている。

1998年6月,ZDFに 代 って実施 された同様

な世論調査 と比較す ると,原 子力の支持 レベ

ルが前回の調査 より若干低下 したことを示 し

ていた。使用済み燃料の輸送に関係す る汚染

事件が初めて発覚 した直後の時点であって,

72%の 人が原子力の継続使用に賛成 し,現 存

の原子力発電所の即時閉鎖を支持 した人が21

%,そ して新規発電所の建設支持は5%で あ

った。

電気市場 自由化

VEWの 送電網開放

ドル トムン ト市のベ ス トファーレン共同電

力会社(VEWEnergieAG)が,ド イッの主

要電力会社8社 のうち最初に送電網 を第三者

利用(TPA)に 開放 した。 これは,ド イツ電

力市場における競争開始 を告 げる ものであ

る。

今後,VEWの 送電網利用に,差 別的取扱い

はな くなる。 ドイツ市場は,2～3年 内に完

全に開放され,発 電,電 力取引および配電と

いう,経 済的に独立 した分野をベースにす る

ことになると思われ る。

自由化の恩恵は,当 初,商 業および工業部

門の需要家のみと見込まれ,料 金低下はこの

分野で約10～15%と 予想されている。

新規参入者

フィンラン ドの電力会社イマ トラン ・ボイ

マ社(IVO)が,ド イツで電力供給認可 を受け

た最初の外国企業 となった。 この認可では,

IVOエ ネルギー ・アンラーゲン社に全ての需

要家グループへの電力供給権 を与えている。

同社 は,ド イツのルブ ミンに用地 を購入 し,

ガス火力発電所の建設契約 を結んだ。

RWEの 構造改革

ライ ン ・ウ ェス トフ ェー レン電 力会 社

(RWEEnergie)は,市 場 自由化に伴 う競争

に応えて大々的 なコス ト低減運動 に着手 し

た。取 り組む対策には,予 定 として,構 造改

革,職 務削減,お よびベス トファー レン共同

電力会社 との共同取引が含 まれている。

同社の構造改革計画では,送 電網から販売

業務の分離が見込 まれている。現存する12の

地域供給業者 を,構 造改革により4つ の地方

送電網 と4つ の配電地域 とする。 また,エ ッ

センを拠点 とした同社は,そ の地方事業か ら

2,500の 職務 を削減するとしている。

これとは別に,ラ イン ・ウェス トフェーレ

ン電力会社はまた,コ ス ト効率化の一環 とし

て,ベ ス トファーレン共同電力会社 と共同取

引契約を結んだ。

放射性廃棄物処分

ドイツでは原子燃料の再処理に絡んだ政治

的論争が加熱するなかで,放 射性廃棄物処分

にまつわるi議論が白熱化 している。現在,「適

性ある用地」 とされている4ヶ 所の状態は,

次の とお りである。すなわち,ア ッセは,岩

塩層中のパイロット試験場が閉鎖され,残 存
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す る廃棄物がその中にあり,岩 塩 で埋められ

る予定になっている。モルスレーベルは,岩

塩採掘抗が1998年9月 まで操業 していたが,

裁定により今後操業 される見込みはない。ゴ

アレーベンは,現 地の適性(岩 塩層の物理的

安定性)に 疑問があるため,ド イツ社会民主

党 ・緑の党間に1998年 から締結 された連立協

定の条項に従 い,岩 塩 ドームの調査が停止状

態にある。 コンラッ ト鉱山は,連 立協定条項

には何 ら触れられておらず,今 後の調査が求

められている。 しかし,こ の処理施設は,発

熱性の廃棄物には適 していない。

これ らの埋設所の外 に,ド イツは使用済み

燃料および放射性廃棄物向けの暫定貯蔵施設

をゴアレーベンとアハウスの2ケ 所で運営 し

ている。(図1参 照)

3.ス ウ ェ ー デ ン

段階的廃止計画はさらに後退

最高行政裁判所は,原 子炉1基 の強制的即

時閉鎖 を係争す る裁判の最終判決につ いて

は,数 ヶ月遅れる見込み,と 語っている。

同裁判所 は,1998年 末 までの判決 を以前か

ら約束していたが,さ らに遅れる理 由として,

この事例は極めて複雑であ り,従 って最終判

決の前に,事 実に関 し下級審判決の徹底的な

再審理が必要なことによると述べていた。

その発表がなされた時期は,ス ウェーデン

の ビェールン ・ローゼングレン産業相が,政

府はバーセベ ック原子力発電所の原子炉1基

の早期強制閉鎖に対する補償問題について,

シ ドクラフ ト電力会社 との交渉 を一時停止 し

ていると語ってから,1週 間 と経 っていない

ときだった。

ローゼングレン産業相によれば,最 高裁判

所が裁定 を出し,そ の他すべての法的問題一

一考えうる欧州司法裁判所への付託 または上

訴を含めて一 が解決されるまで,補 償問題

の話 し合 いの停止を決めた としている。補償

の話 し合 いは,そ れまでは法廷審理 と平行 し

て進行 していたものだった。

伽 △一_

も

≦〆

(注)写 真後方は前処理実証 プラン ト

図1ゴ アレーベン中間貯蔵施設
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オスカーシャム社(OKG)一 政府 にMOX

燃料の使用認可を申請中

オスカー シャム原子力発電所 を運転 中の

OKG社 は,原 子炉での混合酸化物(MOX)

燃料の使用認可を政府に申請 している。

もし政府の承認が得 られれば,オ スカーシ

ャム発電所の原子炉が工業規模でMOX燃 料

を使用するスウェーデン最初の原子炉 となる。

その申請は,シ ドクラフ ト電力会社の子会

社であるOKG社 が行 っている。同社は,80か

ら100体 のMOX燃 料要素 の発注 を計画 して

いる。この新燃料は,1970年 代にオスカーシ

ャム発電所にある3基 の原子炉の うち最初の

2基 の運転により発生 した使用済み燃料から

抽出したウランとプル トニウムを親物質に し

てつ くられ るものである。原子炉 での発電

後,使 用済み核燃料140ト ンは再処理 のため

イギリス原子力燃料公社(BNFL)に 移送さ

れ,1997年 に再処理 された結果,136ト ンの劣

化 ウランと約900kgの プル トニウムとなって

いた。

OKG社 は声明 を発表 し,現 在BNFLの セ

ラフィール ド工場の敷地内に保管中の再処理

物質 に対す る責任 はOKG社 にあ るこ とか

ら,MOX燃 料の使用 申請 を決めた としてい

る。英国への移送は,使 用済み燃料の処理は

スウェーデン国内でなすべ きと規定 した新法

を,ス ウェーデン議会が承認す る以前になさ

れていた。

スウェーデ ンは,MOX燃 料の使用につい

て,1974年 にオスカー シャム発電所の1号 基

原子炉 に3体 の燃料要素 を装荷するなど,す

でにある程度の経験 を持 っている。

オスカー シャム社が有す る旧造船所用地の

一部 は,最 新溶接技術の研究センターに転身

しており,そ こには処分用使用済み燃料 を収

容する銅製容器の密封 ・試験技術の開発 を進

める,世 界最初の研究施設がある。1億5千

クローネ(約26億 円)か かったこの施設は,

ス ウェー デ ン原 子燃料 ・廃棄 物管 理会社

(SKB)に より管理 されている。現在,用 地

選定作業が進行中で,オ スカーシャム,ニ ュ

チェピング,な らびにフォルスマル クの原子

力発電所(NPP)お よび低 ・中レベル廃棄物

処分場(SFR,運 転廃棄物の処分場)が ある

ウェス トハマール,さ らにはティエルプ付近

の自治体で,SKBが フィージビリティ ・スタ

ディ を行 っている。世紀の変わ り目となる

2000年 末に,ス ウェーデンは,よ り詳細な調

査 を継続実施す るため,用 地2ヶ 所の提案を

計画中である。数年後には,こ れ らのうちの

1ヶ 所で深地下処分場の建設に着手 している

はずである。

4.ス イ ス

政府は原子力に対する公約を再確認

連邦政府は公式声明を出し,報 道機関か ら

は逆の報道が多数 出されているが,原 子力発

電所 を段階的に廃止す る意志は全 くないこと

を確言 した。

この声明は,政 府によるエネルギー政策の

公式説明に対 してなされた2つ の議会質問に

答えたもので,1998年10月21日 の連邦政府会

議では 「原子力の段階的廃止に関する話 し合

いは何 もなかった」と明言している。反対に,

閣僚 は,ミ ュールベルク原子力発電所の運転

認可を更新 して2012年 まで延長すること,別

にライプシュタット原子力発電所の15%能 力

増強を承認することとを決定 したとしている。

スイスの原子力産業は,す でに近代化およ
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び耐用年数 管理のプ ログラム を実施 してお

り,稼 働 中発電所の大多数 で約60年 間の安全

運転が可能 と見込まれている。

政府閣僚は,ま た,ス イスにある5基 すべ

ての原子炉が どれだけの期間の運転継続が可

能なのか,ま た運転が必要 なのかの合意 を得

ることを目的として,政 党間意見交換会の創

設 を呼びかけた。彼 らは,現 在稼働 中の原子

力発電所にいずれは発生するリプレースにつ

いて,そ の要否 と方法にまだ何 らの決定 をし

ていないが,原 子力発電所 をどれだけ延命で

きるかの予測が,長 期計画の 目標作成に極め

て重要であると指摘 した。

スイスの有権者は,原 子力発電所の段階的

廃止の提案を3回 拒否 してきた。2000年 に期

限切れになるが10年 間のモラ トリアムがある

ため,現 在のところ原子力発電所の新設は認

可 されない。そのモラ トリアムを延長す るた

め新たな国民投票を要求する請願書が回され

ている。

廃棄物管理

中レベル ・低 レベル放射性廃棄物用ヴェレ

ンベル ク処分場の建設再 開が決 まるとすれ

ば,次 回の国民投票によることになるが,そ

の見込は今世紀内には期待できない。高レベ

ル放射性廃棄物処分のサイ ト調査 は,ス イス

北部の結晶質岩および粘土質岩で継続されて

いる。そのような深地層処分場が,2030年 以

前に建設 される見込はない。

1999年 の末,ビ ュレンリンゲン中間貯蔵施

設(ZWILAG)が 操業開始の予定にあり,こ

こではあらゆる種類の放射性廃棄物および使

用済み燃料集合体 を40年間中間貯蔵できるこ

とになっている(図2参 照)。

.計

瀦 メ

1.前 処理施 設および総合事務所

2.低 ・中 レベ ル廃棄物貯蔵施設

3.中 レベル廃棄物貯蔵施 設

4.ホ ッ ト・セル

5.キ ヤス ク受入れ ・貯蔵施設

6.焼 却 ・溶融工場

7.連 邦中間貯蔵施設

図2ビ ュ レ ン リ ンゲ ン 中間 貯 蔵 施 設(模 型)
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〔事 業 計 画〕

平 成11年 度 事 業 計 画 の 概 要

(財)エ ネル ギー総合工学研究所

婚・爵・幽爵・爵・幽・〉齢謄・爵・傘 ⑫ 魂◇・紳 磯 傘 謄・ゆ 噂・噂・爵・爵・傘爵・傘 母・噂・舜・峰x各・や婚魂・傘櫓x・墾爵・噸 ㊥ 一

本研究所は,エ ネルギーに関連する情報の

収集,加 工,提 供およびプロジェク ト調査研

究 を推進 し、併せてエネルギー技術の普及啓

発活動を進めることを基本方針 とし、その事

業活動の効率化を一層推進 しつつ,平 成11年

度においては,次 の各号の事業を行 う。

1.エ ネルギーに係 る科学技術に関する調査

について

エネルギーに関連す る各種情報 を,国 内お

よび海外の諸機関 との情報交流等を通 じて広

く収集 し,技 術的見地か ら区分,整 理す る。

(1)エ ネルギー ・環境技術デー タベース基

礎資料の情報収集,分 析,検 索,処 理

(2)エ ネルギー ・環境技術の実用化状況に

関する情報の収集分析

(3)原 子力開発国際情報の収集分析

2.エ ネルギーの開発,供 給,利 用に係 る科

学技術資料 ・情報の分析法,評 価法,体 系

化法の開発および応用に関する研究につい

て

エネルギーの開発,供 給,利 用に係る科学

技術資料 ・情報に関 して,そ れらの分析,評

価,体 系化 を行 うための手法の開発研究を実

施 し,ま た,こ れら資料 ・情報の分析 ・評価,

動的な変動予測,相 関性の評価,目 的に応 じ

た体系化 などを行い,そ の利用価値の向上を

図ることとす る。

(1)環 境,経 済等への影響を考慮 した総合

的エネルギー需給システム評価手法の開

発研究

(2)エ ネルギー情報提供のための手法検討

(3)各 種エネルギー ・システムの総合的評

価手法の開発研究

(4)先 端 シミュレー ション技術 を中心 とし

たシステム工学に関する調査研究

3.エ ネルギーの開発,供 給,利 用に係 る技

術上の基礎的事項に関する部門的,総 合的

な研究について

エネルギー新 技術 の萌芽 の発見 と将来展

望,エ ネルギー技術要素の特性向上,安 全性・

信頼性の評価,エ ネルギー開発 ・供給 ・利用

のための各種 システムの評価研究など,部 門

的,総 合的な技術的見地か らの研究 を行 う。

(1)エ ネルギー関係技術開発動向およびそ

の将来性評価に関する調査研究

(2)エ ネルギー ・環境技術の研究開発に係
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る政策的評価等に関す る調査研究 価研究

(3)エ ネルギー技術シー ズに関す る調査研 ・放射性廃棄物処分場の管理 システムに

究 関す る調査研究

(4)電 力技術開発の戦略的展開に関す る調 ・地下水流動に関するデー タの収集 ・分

査研究 析に関する調査研究

(5)エ ネルギー研究開発 についての総合的(3)次 世代原子炉に関する調査研究

な戦略に関する調査研究 ・高速増殖炉の新概念,新 技術 に関する

(6)「 エネルギー学」の展開に関す る調査 調査研究

研究 ・高温ガス炉プラン トの位置づけ,可 能

(7)長 期的なエネルギーシステムのベス ト 性に関する調査研究

ミックスに関す る調査研究 ・将来の軽水炉代替炉に関する調査研究

(4)将 来型軽水炉に関す る調査研究

4.エ ネルギーの開発,供 給,利 用に係 る技 ・将来型軽水炉の設計のあ り方に関する

術上の応用的事項に関する専門的,総 合的 調査研究

な研究について ・将来型軽水炉の要素技術に関する調査

研究

刻々 と変化す る社会的,経 済的,技 術的な(5)原 子力施設の廃止措置技術等に関す る

多種多様な制約のもとで,エ ネルギーの開発,調 査研究

供給,利 用に関 して,安 全性の確保 を前提 と ・原子炉廃止措置実施の環境整備に関す

して,地 球環境問題への対応を考慮 しつつ,る 調査研究

現実性のある最適 なシステムを設計する。 ⑥ 原子力安全に関す る調査研究

さらに,こ れらの最適 システムの設計研究 ・原子炉 シミュレーション手法高度化に

の成果 を具体的なプロジェク トに応用する研 関す る調査研究

究を行い,プ ラン ト設備や機器の開発に資す ・BWRサ ブチャンネル解析手法に関す

る等専門的,総 合的見地からの研究 を行 う。 る調査研究

・原子力発電所の高経年化対策技術課題

〔原子力関係〕 に関する調査研究

(1)核 燃料サイクルに関する調査研究(7)原 子力分野における情報技術の応用に

・プル トニウム等の利用方策に関する調 関する調査研究

査研究 ・原子力発電所の建設運転に係る諸手続

・使用済核燃料管理 システムに関する調 きの電子化に関する調査研究

査研究(8)原 子力の社会的受割 生に関する調査研

(2)放 射性廃棄物の処理 ・処分に関する調 究

査研究 ・放射性廃棄物処分の社会的合意形成に

・地層処分 コンセプ トの背景に係わる評 関する調査研究
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・原子力発電に対する公衆の意識構造に

関する調査研究

(9)原 子力開発利用政策に関す る調査研究

・原子力開発政策に関する調査研究

・国際協力のあり方に関す る調査研究

〔化石燃料関係〕

(1)石 油系エネルギーに関する調査研究

・大気改善に向けた自動車及び燃料技術

開発プログラムの評価に関す る調査研

究

・低公害型 自動車燃料の開発 ・利用等に

関する調査研究

・先進型高効率エンジンの応用に関す る

調査研究

・超重質油の環境安全性に関する調査研

究

・石油活用型スーパーごみ発電システム

の普及促進に係 るモデル調査研究

(2)石 炭の利用技術に関す る調査研究

・石炭水素添加ガス化技術開発に関する

調査研究

(3)天 然ガスに関する調査研究

・非在来型天然ガスに関す る調査研究

・ガスハ イ ドレー ト資源の利用システム

に関する調査研究

・ガスハ イ ドレー ト資源の開発利用に係

る国際協力に関する調査研究

〔新 エ ネル ギ ー ・エ ネ ル ギ ー シス テ ム 関 係 〕

(1)再 生 可 能 エ ネ ル ギー ・革 新 エ ネ ル ギー

に 関 す る調 査 研 究

・水 素 利 用 国 際 ク リー ンエ ネ ル ギ ー シ ス

テ ム 技 術(WE-NET)に 関 す る調 査 研

究,評 価

第22巻 第1号(1999)
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(2)新 発電技術に関する調査研究

・高効率廃棄物発電技術の最適システム

に関する調査研究

・ガス化溶融廃棄物発電技術に関す る調

査研究

・溶融炭酸塩型燃料電池の産業用途への

適用性評価に関する調査研究

・加圧型固体電解質型燃料電池の開発動

向,評 価 に関す る調査研究

(3)電 力負荷平準化に関する調査研究

・電力負荷集中制御 システムに関す る調

査研究

・電気二重層キャパシタによる電力貯蔵

技術に関する実証的調査研究

(4)将 来の電力需要等に関する調査研究

・産業構造変化が電力需要に及ぼす影響

に関する調査研究

・夜間電力需要の動向に関する調査研究

・民生用電力需要における負荷平準化対

策の影響に関する調査研究

(5)省 エネルギーに関す る調査研究

(6)電 気 自動車等 クリーンエネルギー 自動

車に関する調査研究

〔地球環境関係〕

(1)地 球温暖化対策技術等に関す る調査研

究

・バ イオマス利用によるCO 2排 出抑制に

関する調査研究

・地球温暖化問題に対する国際的な対応

策 ・政策に関す る調査研究

・熱化学的メタノール燃料生産 システム

の開発に関する調査研究

(2)廃 棄物 ・リサイクルに関する調査研究

・地域振興のための資源 リサイクル技術



に関する調査研究

5.前 三号の研究に係 る試験 について

前三号の研究に伴 う材料,要 素,機 器等の

試験を随時行 う。

(1)技 術情報の編集,整 備,提 供

(2)定 期刊行物の出版

(3)エ ネルギー技術普及講演会(エ ネルギ

ー総合工学シンポジウム,月例研究会等)

の開催

7.そ の 他

6.前 各号の調査,研 究,試 験の成果 に係 る

資料の作成,整 備,提 供について

前各号の事業で得 られた成果の うちから,

技術情報 として有用度の高いもの を目的に応

じて速やかに編集 し,利 用者に提供する。さ

らに,こ れらの研究成果は出版,寄 稿 ・投稿,

講演会,学 会発表等により公表 し,広 く利用

に供することとす る。

また,そ れぞれの目的に応 じたエネルギー

の開発,供 給,利 用 に係 る技術指導 を行 い,

人材を養成するなどエネルギー技術に関す る

指導,普 及,啓 発に努め ることとす る。

エネルギーの開発,供 給,利 用の円滑な展

開 を図るためには産 ・学 ・官一体 となった協

力体制 を整え,効 率的に機能させ ることが重

要である。本研究所は,こ のような観点に立

って,エ ネルギー技術上の諸問題について,

各所の専門家による討論 と情報交流を行 う場

を提供 し,責 任 ある,し かも時宜に適 した新

しいエネルギー技術政策について提言を行 う

こととする。

また,海 外の研究機関との交流 ・連携を深

め るとともに,国 際プロジェクトへの参画等

により,国 際協力事業の一端を担う。
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● 行 事 案 内 ●

第16回 エ ネ ル ギ ー総 合 工 学 シ ンポ ジ ウム

テ ーマ=21世 紀社 会 と原 子 力

《基 調 講 演 》 「21世紀社 会 の原子 力 」(仮 題)

東京大学 教授 近 藤 駿 介

《特 別 講 演 〉 「21世紀 の 日本 社会 にお ける原 子 力広 報 の在 り方 を考 える」

学習院大学 教授 田 中 靖 政

《講 演 〉 「電 力 自由化 と原子 力 」

㈱電力中央研究所 上席研究員 矢 島 正 之

《講 演 〉 「21世紀の 原子 力技 術戦 略」(仮 題)

東京大学 教授 岡 芳 明

《パ ネル討 論 〉 「21世紀 の原子 力 の展望 と課題 」(仮 題)

〈司 会〉 鈴木 篤 之(東 京大学 教授)

〈パネリス ト〉 榎本 聡 明(東 京電力㈱ 取締役)

末 次 克彦(混 講 平洋エネルギーフォーラム)

(五十音順)谷 口 富裕(東 京大学 客員教授)

鳥 井 弘之(㈱ 日本経済新聞社 論説委貝)

時

場

費

先

加

合

日

会

参

間

平 成ll年7月i2日(月)10=00～17:00

東 商 ホ ー ル 東京商工会議所 ビル4F千 代 田区丸 の内3-2-2

無 料

働 エ ネ ル ギー 総合 工 学 研 究 所 企 画 部 金 子裕 子

電話:03-3508-8894/E-mai1:ykaneko@iae.or.jp/FAX:03-350H735

(なお,プ ロ グ ラ ム は 若 干 変 わ る可 能 性 が あ り ます)
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響灘から見た若松総合事業所全景

今回わたしたち(五 十嵐,坂 口,元 吉)が 訪問したのは,北 九州市にある電源開

発(株)若 松総合事業所です。かつて石炭火力発電所だったこの事業所は,い ま石油

などの残存資源量の面から見直されている石炭の利用技術の開発拠点として,ま た

その他の最先端発電技術の実証試験場として,活 動しています。21世紀に期待され

る新技術をいろいろ見学させていただきました。

ここが若松総合事業所のあ

る北九州市若松区。

関門漉峡の対岸はフグで有

名な山口県下関市です。

福岡空港から電車と車を乗り継いで約2時 間,

若松総合事業所に到着しました。近県の火力発電

所で発生する石炭灰を受け入れて埋め立て中とい

う,海 辺の広い敷地です。建物の中に入ると,ス

ケジュールボードには様々な研究設備の建設予定

が記入されており,非 常にアクティブな,実 践的

研究所とのE口象を受けました。

実証試験中のブロジエクトにはいかめしい名前

がすらっと並んでおり,不 安を感じつつも取材開

始1で は次頁より,最 近非常に注目を浴び,全

国自治体から多くの見学者があるというRDF利

用発電からご紹介 していきましょう。
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bylAE女 性研究員取材チーム

若松総合事業所

RDF(廃 棄物固形燃料)利 用発電

★廃棄物発電の事業化に向けて★

最近,新 聞等でゴミの焼却時に発生するダイオキシン

問題がクローズアップされています。

現在,全 国の家庭から排出されるゴミは年間約5干 万

トン,国 民1人 あたりにすると毎日1.1k8に なります。そ

の約7割 が焼却処分されていますが,焼 却施設の老朽化

が進み,ダ イオキシン発生などの環境問題による立地停

滞などがあってゴミ焼却は増やせす,埋 め立てに回して

いるのが現状とのことです。

説明 いただいたRDF実 証 グループ

井山課長代理

また,全 国のゴミ焼却施設約1,900ケ 所のうち発電を行っているのは約150ケ 所にすぎ

す,こ れはゴミの含有水分の多さなどに由来する燃焼の不安定さ,発 生する塩化水素によ

るボイラチューブの腐食,発 電効率の悪さなどが原因と考えられています。そのような状

況の中で,効 率向上,ダ イオキシン・重金属類処理などの環境保全問題を打開するために開

発されたのがRDF利 用発電です。

★RDFと は?★

廃棄物(ご み)を 乾燥・圧縮・成形 して,燃 料として使用できるようにしたものです。

石灰

!レ團 レ圖 レ團 レ團 レ圏 レ團 レ1
▼

金属 ・不燃物

RDF製 造 プ ロセ ス の 例
で き 上 っ たRDF

色や形 は飼料(家 畜の

えさ)に 似て います
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★燃料としてのRDFと 生ゴミの比較★

RDFは 単位重量あたりの発熱量がゴミに比べて高く,そ の結果として発電効率

が高まります。これに加えて,製 造過程で廃棄物中の金属類や不燃物が除かれてい

るため,安 定燃焼が可能となり,ダ イオキシンの発生も低減できます。また,減 容

されて貯蔵性・輸送性が高いことから広い地域の輸送が可能になります。

/・RDF

塾:諜趣 一
5～10%

● 長期貯蔵 ・長距離輪送が可能

:1〆 一)悉
40～60%

●長 期貯 蔵 ・長 距離 輪送 は腐

食 ・悪 臭 に よ り不 可

RDFと 生 ゴ ミの 比 較

今後の展開例としては,各 市町村で老朽化した小型ゴミ焼却炉をRDF製 造装置

に更新し,そ こで作られたRDFを 発電所に集めて処理することが考えられていま

す。このシステムでは,旧 来の小型焼却炉によるゴミ焼却に代わり,高 度排煙処理

がなされた発電所でRDFを 高効率に燃焼するため,排ガスのクリーン化が図られ,

環境負荷が大幅に軽減されるとのことです。

[他酢 町禾司

無
繭

露 婦
魎 重田繭

RDFを 利用 した広域処理 フローの概念

RDF発 電システム概念図
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★RDF利 用 発 電 実 証 試 験 一効率35%を 目指して一 ★

若松石炭利用技術試験所では,RDF利 用発電の中心技術になる循環型流動床ボ

イラ(外 部循環,外 部熱交換器付)の 実用可能性を検証するために,24t/d規 模のブ

ラントをつくってRDF燃 焼試験を実施し,平 成10年11月,4,400時 間の運転を終え

ました。

このボイラの特徴は,ダ イオキシン発生を抑制しつつ,塩 化水素等による腐食を

防止し,発電効率10%前 後の従来型廃棄物発電に対して,実用規模では発電効率35%

(蒸気条件:圧力100k9/cm2,温 度540℃)と いう高効率発電の達成が可能というもの

です。現在までの試験の結果,高 い蒸気温度,環 境面の特性が確立され,実 用化へ

の目途が立ったと説明して頂きました。

流動材

〔〕〔コ

サイクロン

見

外部熱交換器
一次空気 空気(流 動層型熱交換器)

ボトムアソシュ

対流伝熱部

蒸気

(一次過熱器)

給水

(節炭器)

排ガス

循環流動層ボイラ(外部循環 外部熱交換器付)

また,平 成11年 には,こ の試験ブラントにタービンと発電機を追加設置して,R

DFの 燃焼から発電まで一貫したシステムの検討を行うとのことでした。

実証試験が行われている若松総合事

業所のRDF発 電パイロッ トプラン ト

＼
隷

て捗

繋

脚

lG}ARASHl

第22巻 第1号(1999)
一63一



宅党a難 贈 た

轡
九州といえば昔 から筑豊炭鉱 が有名 で,石 炭にゆかりの深

い土地です。若松総合事業所 は,最 近見直 されている燃料,

石炭 を利用 した高効率の発電技術を研究 しています。

PFBC(加 圧流動床複合発電)

PFBCは 、6～20気 圧に加圧した圧力容器内に設置した流動床ボイラにより石

炭を燃焼させるもので、これにガスタービン、蒸気タービンを組み合わせて複合発

電にすることで効率良く発電します。加圧式ボイラにより設備をコンパクトにでき、

建設工期も短縮されるので、経済性向上が図れます。

若松総合事業所では平成4年4月 より70MW級PFBO複 合発電プラントの建設

に着手し、平成6年12月 より試験運転を行っています。現在は、環境問題に対処す

るため、脱 じん、脱硫、脱硝技術の性能を高めつつ、長期連続運転試験などで、評

価を続けているところです。

イ ン タ ー ク ー ラ ー

PFBC本 体

集 じん機(加 圧 流動層 ボイ ラ)

(セ ラ ミ ンクフ ィル ター)

冷却水

PFBC複 合 発電 シ ステ ム系統 図

412%、

腱

樹

、

騰
V

響

疑
㍑

ン

転

亀
4

毒
遇

,

・墜

麟

評

私たちは見学用の流動床ボイラの中に

実際入ってみることができました。本当な

らまさに燃えている場所ですから、珍しい

体験です。内部はわりとシンブル。ボイラ

チューブの壁に囲まれ、まるで地下牢に

入ったような気分でした。

こ れ が ボ イ ラ の 中 。 ち ょ っ と コ ワ イ!
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SOFC

(固体電解質型燃料電池)

奪

噛糞

ー

諺

曇驚 §

塗一

9
鄭::'

嘱解

加 圧10kW級SOFCの モ ジ ュー ル

燃料電池は小型でクリーン、かつその仕組みか

ら自動的に飲料水が得られる点が特に有人の人工

衛星に向いた電源として研究されてきた歴史があ

り、アポロやスペースシャトルに搭載 されました。

燃料電池の原理を一□で言うと、「水の電気分解

と逆の反応で電気を得る」というものです。つま

り,電 解質を通して水素と酸素を反応させ、電気

(と水)を 発生させます。大気汚染物質の排出が

少ない、ビル内で発電できる、運転管理が比較的

簡単であり、発電効率が高いという期待の大きい

電源です。

若松総合事業所では、燃料電池の中でも次世代

型と言われるSOFOの 研究開発に取り組んでい

ました。この技術の特徴は、電池を構成する材料

がすべて固体で、腐食等がなく、耐久性に優れて

いることです。また,使 用する水素として、石炭

ガス化ガスの使用が可能です。(宇宙利用の場合

は、高価な純水素が使用されます)

平成10年り2月に、加圧40kW級SOFOの 連続運

転試験で、世界的にも画期的な7000時間を達成し

ました。将来的には、次に紹介するEAGLEと 組

み合わせた試験を行いたいとのこと。

石炭 石炭ガス化炉

バ ンカ'

微粉炭機

け　　ほ

/
膿 置 …Cガ スターピン

スラグ

ガス化剤(酸 素 ・空気 ・水蒸気)

空気

空気圧縮機

蒸気 夕一ピン

↓

排熱回収ボイラ 煙突

石炭ガス化複合発電プラン ト
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EAGLE(燃 料電池用石炭ガス製造技術)

火力発電というと,現 在は燃料を燃や

した熱でタービンを回して発電するのが
一般的ですが,21世 紀には,燃 料電池発

電という直接発電と,ガスタービン発電

蒸気タービン発電という3つ を組み合わ

せたトリブル複合発電の実用化が考えら

れています。それがlGFC(石 炭ガス

化燃料電池複合発電)というシステムで,

石炭利用 による発電効率約60%を 目指

す,世 界初のシステムです。PFBOの

効率が43%ほ どということですから,夢

の高効率となります。

若松総合事業所でパイロット試験を計

画しているEAGLEは,lGFCシ ス

テムを構成する燃料電池に供給するため

の,石 炭精製ガスを作る技術を主に研究

するものです。EAGLEは,平 成7年

よりプロジエクトがスタートし,私 たち

が訪問した時はブラントの基礎工事を

行っている段階でした。この技術が完成

すると,従 来型発電プラントより約3割

も高い発電効率が実現し,その分CO2排

出量も少なくなり,温 暖化防止への寄与

も大きいと期待されています。

④

⑧

燃料電池発電設備

・
.』 ◎[⊃即

ガスター ビン発電設備

石炭ガス化設備

⑪

撫 願

蒸気タービン発電設備

lGFCの シ ステ ム概 念 図

EAGLEは た だ い ま建 設 中
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火力技術研修所

シ ミュレー シ ョン を体 験 す る

IAE女 性研 究 員

時々刻々と変動する電力需要量に対して安定した電

気を送り続けるには、少 しの間違いも許されません。

火力技術研修所には、火力発電所の技術者の技術力

向上を図るため、発電所の中央制御室を模擬 したシ

ミュレーター施設がありました。

ここでは日本全国のほか、海外からも技術者が集ま

り、運転実務研修がなされていました。私たちも実際

にシミュレーションを体験させていただきました。実

際に使っている中央制御室とほとんど同じ機器構成な

ので、より正確な研修ができるとのことでした。

取材を終えて

ていねいに全体の説明をして下さった若松総合事業所 総務グループの吉平リーダー、

濱邊さん、RDF利 用発電をお話し1頁いた同RDF実 証グループ井山課長代理、そして総

合事業所の皆様に心からお礼を申し上げます。

1遜叢
総務グループの濱邉さん、若松石炭利用技術試験所
RDF実 証グループの井山課長代理を囲んで

電 源 開発(株)に は ホー ムペ ージ も あ ります。

情 報豊 富 です 。

htto://WWW.eodc.cO.jp

鍵
書

〃

で～雌⊃
電源開発株式会社

若松総合事業所 福岡県北九州市若松区柳崎町1番(〒808-OIIl)

TELO93-741-0931FAXO93-・741-0959

本 店 東京都中央区銀座6丁 目15番1号(〒IO4-oe60

TELO3-3546-221i
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研究所の うごき

(平成11年1月1日 ～4月1日)

◇ 第7回 評議員会

日 時:3月12日(金)12:00～13:00

場 所 二経団連 会館(9階)906号 室

議 題:

第一号 議案 理 事 の一部 改選 につ いて

第二号 議案 平成11年 度事 業計 画 お よび収

支 予 算(案)に つ いて

第三号 議案 その他

◇ 第51回 理事会

日 時:3月19日(金)12:00～13:00

場 所:経 団連 会館(9階)901号 室

議 題:

第一一号議案 平 成11年 度 事 業計 画お よび収

支 予 算(案)に つ いて

第二号 議案 理 事 の一部 改選 につ いて

第三号 議案 常 務理 事 の互選 につ いて

第四号 議案 退 任常 勤役 員 に対 す る慰労 金

の贈 呈 につ いて

第五号 議案 その他

◇ 第43回 企画委員会

日 時:2月10日(水)10:00～13=00

場 所:新 橋SYビ ル7階 会 議室

議 題:

(1)最 近 の事業 概要 につ いて

(2)最 近 の調査 研 究の状 況 と今後 の 展開 に

つ い て

(3)そ の他

◇ 月例研究会

第165回 月例研 究会

日 時:1月29日(金)14二 〇〇～16二 〇〇

場 所:航 空会館5階501・502会 議 室

アー マ:

1.エ ネ ル ギー 分 野 におけ る情 報化 、 と りわ

けデー タベ ー ス化 の動 向

(東京大 学 人工 物 工 学研 究 セ ン ター長

教 授 岩 田修一 氏)

2.こ こ まで きた コン ピュー タ利用 技術 、 そ

して これ か ら

一原子 力 とコン ピュー ター

(日本 原子 力研 究所 理 事 浅井 清 氏)

第166回 月例 研 究会

日 時 二2月26日(金)14:00～16:00

場 所:航 空会館7階702・703会 議 室

アーマ=

1.溶 融炭 酸塩 型 燃料電 池(MCFC)発 電 シ

ス テムの 開発状 況

(石川 島播磨 重 工業(株)電 力事 業部

燃料 電池 プ ロジ ェ ク ト部 部 長 佐藤

誠 二 氏)

2.固 体 電解質 型 燃料電 池(SOFC)の 開発

状 況 につ いて

(電源 開発(株)新 エ ネル ギー ・技術 開発

部 石 炭利 用 グルー プ 課 長 栗原 利夫 氏)

第167回 月例研 究会

日 時:3月26日(金)14:00～16:00

場 所:航 空会館7階702・703会 議室

アー マ:

1.欧 米 にお け る電力 自由化 の動 向

((社)海 外 電 力 調 査 会 調 査 部 主 任

研 究員 飯 沼 芳樹 氏)

2.日 本 にお け る電 力 自由化 の動 向

一電 気事業 審議 会報 告 を中心 として 一

((財)電 力 中央研 究 所 経 済社 会 研究 所

主 任研 究員 丸 山真 弘 氏)

◇ 調査研究委員会等

一68一

1月13日(水)・ 第2回 廃棄物ガス化溶融発電技

術評価委員会

20日(水)・ 第4回 レーザー濃縮外部評価委

員会
・第1回 我が国の原子力発電設備

に関する民間技術基準のあり方

委員会
・第3回HLW処 分社会受容性形

成プロセス委員会

21日(木)・ 第2回 夜間電力需要動向分析調

査委員会

季報エネルギー総合工学



1月22日(金)・ 第2回 民生用 電 力需 要動 向分析

調査 委 員会

25日(月)・ 第3回 低 品位 炭 改質 技術 に 関す

る調査 委員会

・第3回 高 温 ガス炉検 討会

26日(火)・ 第2回 資源 リサ イ クル委貝 会

27日(水)・ 第8回 原 子力 技術 開発 政策 に 関

す る検 討会

29日(金)・ 第4回 バ イ オマ ス 利 用 に よ る

CO2リ サ イ クル メタ ノー ル シス

テ ムの評 価 に関 す る調査委 員会

2月2日(火)・ 第3回PLM(II)検 討委 員会

5日(金)・ 第2回 石 炭 水添 ガ ス化高 度化 調

査分 科会

9日(火)・ 第2回 システ ムニー ズ評 価委 員

会

10日(永)・ 第4回HLW処 分社 会 受容 性形

成 プ ロセ ス委 員会

・第1回 長期 エネ ル ギー 技術 戦略

調査 委員 会

12日(金)・ 第3回 超 重質 燃料 油 利用 技術 調

査委 員会

・第2回 地球 温暖 化 防止 の ための

技術 戦 略 に関す る検 討委 員会

15日(月)・ 第9回 原 子力 技術 開発 政策 に 関

す る検 討会

17日(水)・ 第3回 原子炉 総合 数値 解析 シス

テム実 用化検 討 委員 会

・第5回 高温 ガ ス炉プ ラン ト研 究

会

ユ8日(木)・ 第4回BWRサ ブチ ャネ ル解 析

コー ド(NASCA)の ポ ス ト沸

騰 遷移 へ の適 用性 の研 究委 員会

22日(月)・ 第2回 発 電用新 型 炉 プル トニ ウ

ム等 利用 方策 開発 調査 委 員会

・第3回WE-NET革 新 的 ・先 導

的 技術 に 関す る調査 ・研究委 員会

23日(火)・ 第2回WE-NET全 体 シ ス テ ム

概 念 設計 一安全 対策 評価 技 術委

員会

24日(水)・ 第3回 資源 リサ イ クル委員 会

・第2回 長期 エネ ル ギー技術 戦 略

調査 委員 会

25日(木)・ 第3回 エ ネル ギー経 済予 測検 討

委 員会

3月1日(月)・ 第2回 自動 車及 び 燃料評 価 委員

第22巻 第1号(1999)
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会

・第4回 高 温ガ ス炉検 討会

2日(火)・ 第2回 我 が国 の原 子 力発 電 設備

に関 す る民間 技術 基準 の あ り方

委員 会

5日(金)・ 第3回 実 用発 電用 原子 炉廃 炉技

術調 査委 員会

8日(月)・ 第5回HLW処 分 社会 受容 性形

成 プ ロセ ス委 員会

・第3回 産業構 造 変化 の電 力需 要

へ の影響 分析 調査 委 員会

・第3回 長期 エ ネル ギー技術 戦 略

調 査委 員会

9日(火)・ 第10回 原 子力 技術 開発政 策 に関

す る検 討会

10日(水)・ 第2回WE-NET総 合 評 価 と開

発計 画 の ための調 査 ・研究 委員

会

・第2回DSM技 術 検討 委 員会

11日(木)・ 第3回 高効率 発 電技 術調査 委 貝

会

・「加 圧 型SOFCの 評 価研 究 」平

成10年 度報 告会

12日(金)・ 第3回 電 力 負荷 平 準化 用 キャパ

シ タシス テム実証 調査 作業 会

15日(月)・ 第3回 民生用 電 力需要 動 向分析

調査 委 貝会

・第1回 次世 代 高効率 発電 技術 に

関す る調査 作業 会

16日(火)・ 第3回 高 速増殖 炉 利用 システ ム

開発 調査 検討 委員 会

・第4回 長 期 エネ ル ギー 技術 戦略

調査 委 員会

17日(水)・ 第4回 低 品位 炭 改質 技術 に関 す

る調査 委員 会

・第4回 原 子炉 総合数 値解 析 シ ス

テ ム実 用化 検討 委 員会

18日(木)・ 第2回 熱 化 学 的 ソー ラハ イ ブ

リッ ド燃料生 産 シ ステム の開発

研究 に係 わ る調査 委員 会

・第3回 発電用 新 型炉 プ ル トニ ウ

ム等利 用方 策開 発調査 委 員会

23日(火)・ 第3回 夜 間電力 需要 動 向分析 調

査 委 員会

24日(水)・ 第3回 廃棄 物 ガ ス化 溶 融発 電技

術評価 委 員会



・第2回 次世 代 高効率 発 電技術 に

関 す る調査 作業 会

3月25日(木)・ 第3回 むつ 小 川原 クIl一 ンエ ネ

ル ギー プ ロ ジェ ク ト検討 委 員会

26日(金)・ 第3回 シス テムニ ー ズ ・評価 委

員 会

・第2回 原子 力発 電 に関 す る公衆

の意識 構造検 討 委 貝会

・第5回 長期 エ ネル ギー 技術 戦略

調査 委 員会

・第3回 含酸 素軽 油 の開発 可 能性

に関す る調査 委 員会

◇ 人 事 異 動

03月24日 付

(採用)

尾形 圭 史 プ ロ ジェ ク ト試験研 究 部 主

任 研 究貝

(出向解 除)

泉 寛章(プ ロ ジェ ク ト試験研 究 部 主

管研 究員)

03月31日 付

(退任)

相馬 昭典(常 務理事兼総務部長)

(出向解除)

竹内 章悟(プ ロジェクト試験研究部長兼

企画部長 副主席研究員)

奈良谷孝司(プ ロジェクト試験研究部 主

管研究員)

04月1日 付

(委嘱)

稲葉 裕俊(専 務理事 主席研究員)

プロジェクト試験研究部長を

兼任

(平成12年3月31日 迄)

(新任)

杉井 喬 常務理事兼総務部長

(採用)

布施 正樹 企画部長兼プロジェクト試験

研究部部長 副主席研究員

吉田 一雄 プロジェクト試験研究部 主

管研究員

一70一
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一 「原子力と情報」懇談会報告書について一
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WE-NETプ ロジ ェ ク ト研 究 開 発 の 現 況 と今 後 の 展 望

一21世 紀 に お け る水 素 エ ネ ル ギ ー シ ス テ ム の 実 現 に 向 け て 一

WE-NEI'セ ンター プvジ ェク トマネー ジャー 福 田 健 三 …66

沖縄電力(株)エ ネ トピア宮古 訪問記

IAE女 性研究員取材チーム…80

【研究所の うごき】

【編集後記】

86

88

一72一 季報エネルギー総合工学



VOL21,NO.3(1998.10)
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ー21世 紀 の エネ ル ギー ・地域 環 境 と技 術 戦略

平成10年7月10日(金)東 商ホール(東 京商工会議所ビル4階)

総合司会……プロジェクト試験研究部 部長 高 倉
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21世紀 を迎えてのエネルギー ・環境戦略

通商産業省 資源エネルギー庁 長官官房審議官

(財)エネルギー総合工学研究所 理事長

自動車を巡 る環境 ・エネルギー問題 と政策展開

通商産業省 機械情報産業局 自動車課 課長補佐
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専門役 和 達 嘉 樹

三菱マテリアル(株)環 境リサイクノレ事業センター 技師長 田 村 穣 二

地圏空間研究所 代表 小 島 圭 ニ…42

土木建築用骨材への

石炭灰有効利用技術について

主管研究員 広 瀬 八州雄…53
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編集後記

21世 紀 を直 前に控 えエネ ル ギー ・環境 面

で も色 々 な将来 予測 や展 望 が語 られ て い る

が,そ の全 般 を見 渡 した よ うな超 長期 的 展

望 を考 える こ とも重 要 と思 われ る。

本号 の巻 頭 言 であ る 日本鉄 鋼連 盟専務 理

事 の 弘津 匡啓 氏に よる 「智 恵 と技術 で」 に

続 き,当 所 秋 山守理 事長 が 日頃考 える とこ

ろの一 端 を披 露 申上 げた 「21世紀 の エ ネル

ギー と関連 の課 題 」,さらに 黒沢厚 志 主任研

究 員 の 「地球 環 境 問題 の統合 評価 」 等の論

述 は,そ の よ うな展 望 を考 え る際の新 しい

視 点 を提供 す る もの では ないか と思 う。 そ

の他,関 連 施策 紹 介 では,資 源 エネ ル ギー

庁 計画 課高 畠 昌明 技術班 長 か ら 「電気 事業

にお け る規 制緩 和 の動 きに つ いて」 を紹介

いた だい た。 ま た,内 外 情報 紹介 で は,コ

レン コ・パ ワー ・エ ンジニア リング社 のヤ ン・

コツ レック氏か ら 「欧州の原 子力発電の最近

の状況 」 を紹介 頂 い た。 いずれ の方 に も年

度 末,年 度初 め の ご 多忙 時 に執筆 をい ただ

き,こ こに改 めて感 謝 を申 し上 げ ます。

本号 の,女 性 訪 問記 は,電 源 開発若 松総

合 事業 所 の訪 問 であ る。RDF利 用発 電試験

設備,SOFC,PFBC,燃 料 電池用 石炭 ガス

化 製造 技術 な ど,廃 棄物 と石 炭 をよ り高効

率 で ク リー ンに利 用す る多 くの 試験 設備 と

その研 究状 況 の見学 記 で あ る。 それ らに関

して は あ ま り前知 識の 無 い訪 問 者 であ った

が,一 見バ ラバ ラで複雑 に 見 え るそれ ぞれ

の 試験 設備 が,実 はお互 い に関連 して総合

的 な狙 いの も とに研 究が 進め られ,わ が 国

エ ネ ル ギー の将 来 のため に重要 であ る との

理解 が 深 まっ てい った過程 を くみ 取 って頂

け れば 幸 いで あ る。

さて,過 日当所 で某職 員が パ ソ コン上 で

あるデー タベ ー ス フ ァイルか ら他 の 目的の

ための デー タベ ー スフ ァ イル を作 成 中,誤

まって 元の フ ァイ ル を 「上 書 き」操 作 して,

そのデー タ を全 て消 して しま う とい うハ プ

ニ ン グが あっ た。

その フ ァイル は,約 半年 分 の所 内全体 に

関係 す るデ ー タ を含 ん でい た こ ともあ り,

何 とか復 旧で きな いか この方面 で詳 しそ う

な数 人 に相 談 したが,「 上 書 き」した もの は

復 旧 はで きな い とい う見解 しか聞 け なか っ

た。 その時 ふ と思 い付 いたの が,所 内ネ ッ

トワー ク(イ ン トラネ ッ ト)を 介 して電子

メー ル に よ り所 内全員 に窮状 と対 応策 の教

示 を切望 す る 旨訴 え るこ とだっ た。 その結

果,1時 間 も経 た ない頃,一 人の所 貝 か ら

あ る ソフ トの紹介 が あ り,そ れ を適 用 して

み た ところ,無 事 同フ ァイ ルが甦 え った と

い うこ とが あ った。

この よ うな こ とで 「は しゃ ぐ」 必要 は な

いの であ ろ うが,い ささか人 情味 に欠 け る

傾 向が見 える情 報化 時代 に夢 を もて そ うな

気 が した ため こ こに紹介 した次第 で あ る。

/J、川糸己一良「1言己
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